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○将来の医療がどうなるかという問題は，理

想としてはあっても，それが現実にどうなる

かはわからない。日本の医療は戦後40年の間

に病院ベースの医療が殆ど変っておらず，現

在やっとプライマリーケアの問題がクローズ

アップされてきているといった状態にある。

それで，現在の医療体制の不備が埋められる

にしても，医師の需要はそれ程多く増えると

は思われない。

○現在，日本の医師の分布を見ると都市集中

型になっている。このような情況からして医

師過剰ということが言われているのだと思う

が，まだまだ医師不足のところも多く，現に

台湾をはじめ外国人の医師を300人ほど呼ん

で医療に従事させているという情況にある。

これらの点に対しては何らの対策も識ぜずに

地域格差の問題については別途考えるという

のはおかしいのではないか｡

○府県別の10万人人口に対する医師数という

のは，もっと詳細に検討する必要があるので

はないか。医師数については，現在，人、10

万人に対して非常に多いところと少ないとこ

ろとがある。人口比によって医師の需給を云

々するのであれば，それに相応したキメ細か

い検討をしなければならないのではないか○

○医者の数は，その専門分野によっても違っ

ている。例えば内科は特に多いが，眼科，耳

鼻科，小児科,'精神科などは少ない｡これを

国が規制して振り分けるというわけにもいか

ないが，人｢|に対する医師数ということを言

うなら，医師の専門という分野からも考えて

見る必要がある。

○医者の志願者が減ってくると医学部の入学

者も減ってきて入学定員の減少という事態も

生じてくることになる。これに対して全国医

、

学部長会議などでは，入学定員が減っても医

学教育の条件をもっと充実すべきであるとい

う意見がある。この中間意見には医学部入学

定員の削減には触れられてないが，結果とし

て入学定員が減るというならよいが，初めか

ら減らす目的で論ずるのはおかしいのではな

いか。

□

⑤

□

Ｓ

可

翁ｆ`H1亀

以上のような意見交換があったのち，本日欠

席の大西専門委員より「中間意見」に対する次

のような意見が紹介された。

○この中間意見は大体においてよくまとめら

れてはいるが，ただ今後の医療のあり方がは

っきりしない限り積極的な意見が出しにく

い。また「家庭医」というものについて必ず

しも多くの人の理解が一致していないと思う

ので，家庭医と専門医との関わりをもう少し

明確にしておく必要がある。また，医師の資

質の向上のための施策が必要と思われる。
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ついで，文部省佐藤医学教育課長より，この

中間意見に関連して次のような意見が述ぺられ

た゜

文部省としては，実のところ板ばさみという

かたちで悩んでいるところである。医学教育に

ついては文部省で論ずるのが当然であるという

ことからこの中間意見では数の問題に限定して

いるため，医学教育に関する面では弱いところ

があると思う。文部省としては，１月中に，医

学教育の整備充実という観点からどう考えてい

くかということについて，学識経験者の研究会

議を開催し十分な討議をしていただくように考

えている。

この中間意見について文部省として考えてい

ることは，細かい点ではいろいろあるが，医学
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青をこのままにしておいてよいとはどうも思

えないので，何かを言わざるを得ないのでは

ないだろうか。

○現在の診療医師は非常に働いている。例え

ば小児科の場合などを見ても，中には１１１６５

人もの患者を診るという医師もいるというこ

とである。現在のように一般人が余暇を楽し

んでいる時代に，医者だけがこのような過重

の労働をしなければならないのであろうか。

これでは医者の方も，患者の方も大変で，こ

のような診療のあり方でよいのかどうかとい

う問題があるのではないか。

それから医療についてどう思っているかと

いう点であるが，この中間意見を見ても治療

医学が中心になっているように思う。しかし

将来の医療というのはもう少し広い意味で，

単なる治療医学だけでなく予防医学の面でも

医師がもっと活騨すべきところが'１}てくるの

ではなかろうか。

○現在は治療医学と予防医学との区別はない

のだと一部では言われているが，しかし，現

実に日本では厳密にこれを区別し治療だけの

ことを考えている。それで予防のための健康

保険は一切認められていない。

○この中間意見は，医療を施す側からの意見

であって，医療を受ける側の意見が取り上げ

られていない．患者側の意見もきくべきだと

思うが，どういう方法がよいであろうか。

○今後はもっと予防医学というものを見直す

必要がある。例えば，現在子官痛の死亡率が

非常に減っているということなどは，そのチ

ェックシステムがうまく出来ているからであ

ると思う．このようにチェックシステムの確

立ということが今後の医療の改革に大いにつ

ながることになるのではないかと思う。この

教育という面から考えた場合，昭和100年には

人口10万人当り医師数が300人を超すというよ

うな大枠の話で，仮にそのとおり推移したとな

れば，入学定員に関し若干の微調整は必要であ

るというように考えている。ただ現在の段階で

文部省がこの問題についてはっきりした見解を

述べることは非常に難しい立場にあり，この見

解でよろしいというようには申し上げていな

い。それは，これは中間意見でもあり，これか

ら国民の医療という立場から合意が得られるよ

うなかたちで結論が作られていくという過程に

おいて，何かを言うということは叢控えたいと

思うからである。

なお，歯学の方でも「将来の歯科医師需給に

関する検討委員会」というのがあって，来る１２

月19日にこの委員会から厚生大臣の方へ中間意

見を提出することになっている。その中身は医

学関係の中間意見と似たようなものであるが，

ただ医師の方が10％削減に対して歯科医師の力

は20％削減という数字のようである。これにつ

いてはいずれ全国の歯学部のある国立大学には

ご検討をお願いすることになるが別本委員会で

もよろしくご検討を願いたい。

それで，文部省として木委員会にお願いして

おきたいことは，この中間意見に対するご意見

をお取りまとめいただき，１月末頃に厚生省の

方へ持ち込めるようなかたちにしておいていた

だきたいということである。
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以｣この説U]に関し次のような意見があった。

○経済学者などから，大学側は医学教育とか

研究とかの重要性を強調するが，それは結果

として財政の破綻を招くことになるがそれで

よいのかと言われると，何も言えなくなって

しまう。ただ今後のことを考えると，医学教
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講座の名前と実体が変っているという点にも

留意する必要がある。新しい講座を増やすに

ついてはスクラップピルドということを考え

なければならない。現在大規模の大学ではか

なり重複した講座があるようだが，これを整

理する必要がある。そうすれば，新しい講座

を設けることもできるのではないか。また教

官の定員についても，もし本当に教官が足り

なくて多忙であるということであるなら，教

官のアルバイトの問題についても検討の要が

あろう。

また，卒後研修について，かつてのインタ

ーン制度の方がよかったとの話もきくが，イ

ンターン制度が存在していた頃人的面で果し

てうまくいっていたのであろうか。

○この資料の６「医学部教員の使命」のとこ

ろで「地域の医師の生涯教育ならびに地域住

民の健康教育のリーダーとしての使命も課せ

られている｡」とあるが，これは極めて限ら

れた数ではなかろうかと思うので，このよう

に言い切ってよいのかどうか。

○医学部教員が地域医療を支えている点は，

もっと強調してもよいと思う。

○医学部教官のアルバイトの問題であるが，

臨床と基礎医学の分野とでは随分事情が違う

のではなかろうか。パラメデイカルの分野で

はどうしても行ってやらなければならないと

いうような事`情からアルバイトをしているか

たちがあるので，そのような面からも基礎医

学などにはその辺の人員の手当をすべきでは

ないかと思う。

ような視点がこの中間意見の中では何も見当

たらない。

印

概ね以上のような意見交換があったのち，木

委員会としてこの中間意見に対する意見を取り

まとめるため，医学部を置く各国立大学長（医

科大学長にも）に中間意見についての意見を徴

することとした。
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2．医学部入学定員の問題について

これについて委員長より次のように述べられ

た。

医学部の入学定員を減らすことに連動して教

官定員の削減という事態が生ずることが予想さ

れるので，本委員会の小委員会にお願いしてお

手許に配付してあるような資料「医学部入学定

員について」を作成してもらった。これは検討

のための案であるのでこれについてご意見を伺

いたい。

ついで尾島専門委員より，この資料の内容に

ついて説明があり，これに続いて次のような意

見の交換が行われた。

○この意見をいかなる時に関係方面に伝える

かは今後検討するとして，一応内部資料とし

て用意しておきたいと考えている。

○この問題は医学部の問題ではあるが，国大

協として国立大学の医学部をもっている全大

学の意見はどうであるかということを調査し

て用意しておく必要はあるであろう。

○この資料の３「医学・医療の鐘的・質的拡

大」の箇所で，「米国において新しい分野担

当講座が次々と誕生ないし普及するのに比し

わが国，とくに国立大学において，その点に

大きな遅れが見られる｡」とあるが，これは

単に講座の数だけを問題にするのでなくその

つ
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おおむね以上のような意見の交換があったの

ち委員長より，この資料は国大協の意見として

公表するというような性質のものではなく，内
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討を続け，一応その素案をまとめたが，まだ種

々問題点も残されているため，もっと整備した

上でご審議願いたいと思うので，よろしくご了

承いただきたい。

部資料としてまとめをしたまでのものであるの

でご了承願いたい，と述べられた。

-Ｊ
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3．医学教育の改革について

このことについて委員長より次のように述べ

られた。

この問題は，昭和57年当時第２臨調から出さ

れた報告や答申において指摘された問題点〔省

庁組織（附属機関を含む）の整理・再編合理化

や医療供給の合理化等〕に関連して本委員会で

検討されてきた問題であるが，これに関する一

応の見解を内部資料として準備しておきたいと

思い，小委員会にこれの取りまとめをお願いし

た。小委員会では昨年４月以降数次にわたり検

4．委員長の交代について

委員長から，健康上の理由から委員長を辞退

したい旨の申し出があり，協議の結果，吉利委

員（浜松医科大学長）を次期委員長に選出し

た。

なお，福見委員（長崎大学長）の退任に伴う

後任として石神鹿児島大学長を委嘱することが

了承された。

以上をもって本日の議事を終了した。

芹

′『鰯蕊、

日時

場所

川席者

昭和59年12月21日（金）１３：００～１５：００

国立大学lijI会会議室

須甲委員長

原佃，久住，久保，天野，加藤，吉利，jll端，

松山各委員

永野，重岡，坂井，伊理各専門委員

教養課題に関する特別委員会

須甲委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より新たに専門委員に就任され

た坂井昭宏専門委員（千葉大学)，价理正夫専

門委員（東京大学）の紹介があったのち議事に

入った。

〔識事〕

1．前回のアンケート調査結果のまとめについ

て

このことについて，久保委員より配付資料

｢Ａ・各設問における年度別統計」「Ｂ，各設問

における人文系・自然系学部別統計」を基に次

のように説明があった。

先般行った大学卒業生を対象とした「教養課

砲

程に関するアンケート調査」は元来予備調査の

つもりで行ったわけであったが，これによって

かなりのデータが得られているということもあ

り，重ねて本調査をするということはやや屋上

駿の観もあるとの本委員会の意向でもあるの

で，先般の調査のデータを基に報告書をまとめ

ることとした。

この報告書をまとめるに当たって，配付の資

料に見られるように，各設問とそれに対する回

答をグラフとして示したものを入れ，このグラ

フを軸に若干コメントを加えるという形とし

た。またこの調査データを職業別や大学別に分

類集計してもあまり目立ったものは加えられな

いと思われるが，もう少し統計を付け加えると

Cf
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教官と同様に大学院を中心とする二階構造態勢

に入っている。また，いわゆる新制大学におい

ても，修士課程との兼担が現実的には広く行わ

れている。

このように，現在の教養部教官の中の－部の

ものが大学院を兼担しているという実情にある

が，このようなものが概算要求で通っていく背

景にあるものは一体何かということを考えてみ

る必要がある。

また，学問研究の細分化と多様化が進むなか

で専門学部における研究態勢の中心は大学院に

移行しつつあり，その中でも特に自然系の場合

は学部そのものが専門教養化の色彩を強めてき

ているように思われる。このような情況の中で

一般教育の理念を活かしていくとすれば，今ま

でのような横割的な一般教育体制ではなく縦割

的なものか，あるいは後期一般教育というよう

なかたちの体制を考えていかなければならない

とも思われるので，その可否についても検討す

る必要がある。特に現在教養課程残籍者が多数

いるという問題も含めて一般教育体制をどうす

べきかということを考えるべきであろう。

○学生の気質変化と社会的要請について

社会の変化と価値観の多様化に伴い学生の気

質が今日大きく変化してきている。また，国際

化，生涯教育，大学の開放等社会の要請に対応

する大学側の姿勢のなかで，一般教育の比重は

極めて大きい。したがって，学生の気質と社会

的要請と一般教育態勢との関連からの検討が必

要と思われる。

それから，大学の使命ともいえる問題とし

て，学生が現在の社会の要請に耐え得るように

するには教官としてどのような対応が必要であ

るかという問題があるのではないかと思われ

る。

８３

ことにしたいと考えている。なお，個別に寄せ

られた自由記述のコメントについては，できる

だけ原文のままのものを付け加えてまとめるこ

とにしたい。

アンケート調査のまとめについて以上のよう

な説明があり，それを了承した。

⑤
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2．教養課程に関する今後の検討課題について

Ｔ

このことについて永野専門委員より次のよう

に説明があった。

お手許に配付の資料「教養課程に関して今後

検討すべき主要な問題点」は，本日の討議のた

めに全くの叩き台として作成した案である。な

お，この案は四つの柱から成っているが，この

柱以外になお，重要な問題があるかもしれない

ので，そのような問題については後日各委員よ

りご指摘願えれば幸いである。

以一このような前置きののち，本論の内奔につ

いて次のように説明があった。

（A）教員組織について

教養部の教官組織の問題については，これを

全学的な立場から教養教育の理念に基づいて更

にこれを改善し，そうしてこの教員組織を明碓

に大学の中に位置づけることが必要と思われる

ので，これをどのようにすればよいのかという

ことについて考えてみようということである。

（B）一般教養態勢について

現在，多くの大学では概算要求等でできるだ

け一般教育担当教官のドクターコース講醗への

兼担ということが進められており，すでに一般

教育担当教官の160名ぐらいはその移行が実現

されている。そしてその講座数は約36講座とい

うことである。このような状態で一般教育担当

教官の大学院兼担が進みつつあり，すでに旧制

大学を中心として，教養部教官は実質的に学部

、／19認、
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⑪高校教育との連動

高校教育の多様化，すなわち学習指導要領の

改定は，大学にはおける一般教育と密接な関わ

りを持っている。したがって，現行の一般教育

のカリキュラム，授業科目について検討する必

要がある。とくに，新入生に対する勉学の「動

機づけ」がますます重要となると思われるの

で，全学教官あるいは社会人（講師）参加の可

能性についての検討も必要と思われる。

る。そのような新入生に対しては，学問的

に，また社会人として，大きな役割を果たし

てきたというような人々から，その人生を通

して得た学問あるいはその心構えというよう

なものについて，一年生の当初あたりに積極

的に指導して貰えば，勉学に対する意欲も湧

き，スムーズに専門課程へ進むことができる

のではないかと考えたわけである。

○現在の大学生には，目的もなく大学の４年

間を自由に過ごせばよいというような学生が

目立つ。大学に入学した以上は，学問として

何か自分に身につくものを得て卒業してもら

いたいものである。

○アメリカの大学などでは，相当な年齢に達

した人生の経験も豊かな，また社会的名声も

あり学問的にも功績のある人達が，一般教育

に熱心に携わっているというような例があ

る。私の大学などでも，そのような条件の揃

った教官がおれば，一般教育はそのような教

官にお願いしたいものと考えている。

○一般教育を担当するのは経験豊かな大教授

が当たるのが適当であるというようなご意見

であるが，それは一般教育の理念の中にいろ

いろ余計なことを盛り込んでいくからそのよ

うなことになるのではないか，ということも

考えられる。

それから，一般学生の問題についてである

が，現在大学進学の学生数は同年代人口の３０

％以上にも達している情況にある。これは社

会の方がそれだけ高等教育を要求しているか

らでもあると思う。大学側としてもそのよう

な情況に対応しなければならないのではない

か。

なお，高等教育に対する社会的要求の対応

ということについては，結局一般教育と専門

＝

以上のような説明があったのち，これについ

て次のような意見の交換が行われた。

○この資料の中で「一般教育担当教員はそれ

ぞれ学問研究の専門家であって，一般教育の

専門家ではない」といわれているが，「一般

教育の専門家」というのが事実存在するので

あろうか。

○灰問するところでは，ある私立大学では全

学的な教官の中から一般教育について積極的

に取り組もうという者が教官集団を作り，一

般教育を担当しているというような事例があ

るようである。これは旧来の教養部というよ

うな枠を超えて全学的な視野から一般教育を

担当しようという意欲の現われであろう。

○一般教育の専門家というのは，例えば一般

教育学というような学問があって，その学問

を究めた専門家ということではなくて，高い

識見と広い教養を兼ね具えた教師ということ

になるのではなかろうか。

○｜Ijilじくこの資料の｢1Jに「新入生に対する動

機づけ」という言葉があるが，これはどのよ

うな意味であろうか。

○これから大学へ入学してくる学生は，新学

習指導要領のもとに高校教育を受けた学生で

あって，その教育課程は非常に多様化してい

“
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教育という大学の教育をどのように調和すれ

ばよいかということに尽きるのではなかろう

か。

○高等学校の教育が多様化することによっ

てある学科は高等学校で全然習わなかったと

いう学生も入学してくることになるのではな

いかと思われる。このような学生をどのよう

にすればよいかというような問題がある。

○その問題については，現在一般教育科目の

うち12単位を基礎科目として振り替えること

ができるようになっている。学生が専門課程

へ進む場合，その進むべき専門コースによっ

て，教養課程の期間中に補っておかなければ

ならないような科目あるいは放置しておいて

も篭支えないような科目というのはそれぞれ

異なってくるものと思う。従って，自然系の

学生には人文科学の中の重要科目を，またこ

れとは逆に人文系の学生には自然科学の重要

科目を，主として補い，高校教育と専門教育

との間の溝を埋めるというようなかたちで基

礎科目としてきちっとやるというような繋が

りを保つことが必要である。

○結局この教養課程に関する問題の提起につ

いては，大幅な枠だけを決めておいて，各大

学，学部，学科でそれぞれ最も適当なやり方

でやるというような幅をもたせるということ

になるのではなかろうか。

○この案の「学生の気質変化と社会的要請」

という項目のところで「社会の変化と価値観

の多様化に伴い」という表現があるが，この

“価値観の多様化，，というのはどのようなこ

とを意味しているのであろうか。

○ここで意識したのは，大学に対する評価と

いうことであって，例えば大学は社会への通

過期間であると認識する学生もあるである

う。また学問相互についての認識の仕方ある

いは考え方というようなことについても，現

在の学生は昔の大学生とは非常に違った認識

をしているように思う。

○大学側としては，学部・学科は専門教育を

行うためにあり，また専門研究者つまり後継

者養成として，あるいは専門に応じた専門職

につくための十分な知識能力を与えるために

教育をしているのだと考えている。ところが

そのようなことを全然目的としていない学生

も大勢いるようである。このように教師と学

生との間に大きなギャップがある。

現在大学教育の中で一般教育をどうするか

という問題が非常にクローズアップされてい

るようであるが，やはり大学教育は学部の専

門教育がどうあるべきかということであっ

て，これが決まれば自ずと一般教育も大学院

教育もまとまることになるのではなかろう

か。

○大学というところは，専門に関しては研究

者を養成するところというようなご意見のよ

うであるが，大学の医学部では研究者を養成

するという気はあまりなく，大部分は開業医

を養成しようという考えのようである。特に

教養教育の問題であるが，医学部では学部全

体がある意味では教養教育のようなものであ

る。学部段階の間にいくら勉強をしたところ

で医学の専門家になれるはずはないのであっ

て，実際には医者の仕事をやらなければ何も

ならないのである。

○大学を卒業したいという意識はどの学生に

もあると思うが，これらの学生は教養課程の

うちは早くこの課程を通り過ぎて専門課程へ

進み，そこで何か専門の学問を早く身につけ

て卒業したいと思うものが殆どではなかろう

錨
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カユ。ただ教養課程を早・く通り過ぎて専門課程

に進みたいというところに問題があるのでは

なかろうか。

○工学部の学生などをみても，現在の学生は

いかに楽に，効率よく卒業できるかと考えて

いる学生が多いように思う。

○教養課程の必要性を学生達に説いて，学生

達がこれで教養教育は十分であると思うよう

になるのは，どのような状態になったときを

考えているのであろうか。

○現在の教養課程の２年間では，どの学生も

教養教育についてこれで十分であったと感じ

取ってはいないと思う。ただ，生涯教育の面

から，この２年間の教養課程が何か役立つの

ではないかと考えているのではないかと思

う。

○医学部などでは教養課程不要論はあまり'1）

ておらず，むしろ必要性を強調する教官達が

多い。医師たるものは出来るだけ広い学問を

身につけて患者の診療にあたるべきであると

思う。

うようにみている。

この残籍者に対して思うことであるが，これ

はもっと厳しい態度をもって臨むべきであると

考える。現在わが人文科学部では，同学部在籍

'１｣の１．５年間に36単位の85％を取得すれば専門

学部への移籍を認めるというようにしている

が，この85％というところには問題があるよう

に思う。

なお，単位の問題に関連して思うことである

が，単位はただ多く取ればよいというものでは

なく，できれば教養課程の期間に，将来自然科

学の専門へ進もうとするものには人文・社会科

学についてできるだけハイレベルの魅力ある講

義を受けさせ，また人文科学の専門コースへ進

むものにはこれを逆のそうした講義を受けさせ

る。そして，現在増加の傾向にある残籍者の数

をできるだけ減少させるように努力したいもの

と考えている。

』

ざ
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ついで加藤委員より，一般教育体制の問題に

ついて次のように述べられた。

教養部の機構について，縦割り横割り制度の

問題を全学的な委員会で議論したことがある。

それによると，現在のような完全横割り制度に

はかなり弊害があるので，模型で行ってはどう

かとの意見があった。これには教養部の教官も

専門学部の教官もその方向には賛意を表した

が，実際問題となると理工系の学部の教官は消

極的な態度に変ってしまう。これは，理工系の

教官としては，後期の２年間ないし３年間は専

門の学問に専念させたいという気持があるから

であろう。

また，人文・社会系の教官のうちにもカリキ

ュラム上支障があるという意見もあり，この模

型の問題はその利点を認識しながらも結局は立

おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，原田委員よ、岩手大学の教養課程教育につ

いて次のような情況報告があった。

岩手大学の教養部改組については，全体とし

てはあまり問題もなくうまくいっているという

ことが言えよう。ただ，全然問題がないかとい

うとそういうわけでもない。本学の教養部改組

の目的は，全学的に一般教育に協力し，これを

重視するというところにあった。その結果，人

文科学部の教官達は，一般教育の内容は改組前

よりよくなったと言っているが，専門学部の方

ではそれほど高く評価してはおらず，却って教

養課程の残籍者が多くなったのではないかとい

死

与

'@鰯慰、
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消えということになった。このようなことで，

後期一般教育については模索はしたが残念なが

ら実るまでには至っていない。

それから，単位の問題であるが，これまで一

般教育は36単位必修であったのが現在は24単位

ということになった。しかし，私の大学ではや

はり36単位は確保しておきたいということでい

ろいろ方策を講じているが，その辺の問題につ

いては他大学ではどのようにされているのであ

ろうか。

目を教養課程に降して選択させるというやり

方だと思うが，考え方としてはよいが実際に

はなかなかうまくいかないというところに問

題があるのだと思う。これについては，学生

が前期の１，２年生の間と後期の３，４年生

の間とでは学問に対する理解度が随分違って

きていると思われるので，これはやはり大学

４年間における学生の知識の進歩とか発展と

かに対応したかたちで考えていくべき問題で

あるように思う。

啓

君

､
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これについて次のような意見があった。

○模型の問題点というのは，要するに専門科

おおむね以上のような意見の交換があり，こ

れをもって本日の議事を終了した。⑭

司り

n時

場所

出席者

昭和59年10月12日（金）１０：３０～１２：ＯＯ

国立大学協会会議室

金子委員長

藤井，小野，種瀬，野村，飯島，大藤，田中(健）
各委員

（オブザーバー）松山学長（熊本大学)，幡学長

（香川大学)，船田教授（東京農工大学農水産系

連合大学院創設準備室長）

や

大学院問題特別委,員会

刃

'『

金子委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より次のように挨拶があった。

去る６月の国立大学協会総会以後はじめての

委員会であるので，その後の経過について簡単

にご報告する。

去る６月29日に国立教育会館において大学院

問題調査研究会議が開かれ，その際に連合大学

院，総合大学院に関する事情聴取があった。こ

のように,懸案の新設大学の博士課程大学院の

設置も漸次実現の方向に向かい出したという希

望がもてるようになった。

そこで，８月14日に総合大学院に関係のある

各大学の学長（千葉大学，金沢大学，岡山大

学，熊本大学）にお集まり願って小委員会を開

き，いろいろと意見交換を行った。

一方，旧設大学院の改善について検討してい

る小委員会の方は９７月31日，９月11日に開か

れ，また本日の午後も開かれることになってお

り，検討作業が着々進んでいる。新設大学の博

士課程大学院の拡充と旧設大学の博士課程大学

院の改善は大学の整備充実のための車の両輪で

あるので，今後並行して更に検討を進めていき

たい。

〔議事〕

◎大学院の改善充実に関する諸問題について

まず田中小委員会委員長より，旧設大学院の

改善に関する小委員会のその後の審議経過1こつ

８７
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これに関し飯島委員より，おおむね次のよう

な説明があった。

現在大学院博士課程が設置されている大学以

ﾀﾄにも博士課程を増設していこうということは

前々から問題になっていることであり，すでに

若干の大学には文部省も調査費を付けて創設の

準備を進めているようである。ただ，大学院の

増設については，定員の充足率の問題，オーバ

ードクターの問題，あるいは大学院博士課程の

性格から，これを安易に拡大すべきでないとい

う議論が前々から強かったので，果して具体的

にどの程度に大学院の博士課程を整備すべきか

はペンディングになっていたのであるが，文部

樹の大学院問題に関する調査研究会議では今年

に入ってからその問題の具体的な検討に入るこ

とになった。

先日，昭和61年度以降の大学の基本計画拡充

整備に関する政策がまとまった機会に，大学院

に関しては必要なものについては博士課程を増

設していくという方針となり，この夏に概算要

求事項を文部省で絞る段階では，すでに調査費

がついていろいろ創設準備作業を進めている大

学の博士課程については取り上げていこうとい

う空気も出てきているようである。

これに応じて私どもの調査研究会議でも，具

体的な計画をもっている大学の博士課程設置計

画内容についてヒアリングを行った。それは，

金沢大学，千葉大学，新潟大学，岡山大学，熊

本大学等の各総合研究科構想と，東京農工大学

で創設準備をしている農水産系の連合大学院の

それぞれの構想についてのヒアリングであっ

た。

しかし，ヒアリングの過程で，総合研究科を

計画している各大学の構想の中にもそれぞれ個

性があり，それはそれで結構なことであるがそ

いて次のように報告があった。

前回にご報告したのちも，大体月１回のペー

スで委員会を開催し検討を重ねているが，その

基本とするところは，大学院のあり方の問題を

含め大学院をどうすべきかについてその改善策

を追求することである。その検討に資するた

め，先般各委員に分担していただいてその所属

大学の大学院の実態と，その抱えている問題点

に対する考え方等について調査をしていただい

た。その調査項目は①大学院学生の定員充足状

況，②大学院博士課程入学者の追跡調査，③オ

ーバードクターの実態（以上はいずれも昭和４９

年４月，５４年４月，５９年４月のそれぞれの状況

について)，④大学院以外で大学に在籍するも

の（例：研究生，専修生など）の資格と実態，

⑤その他（若手研究者の養成確保のため大学独

自で行っていること。旧設大学院の改善に対す

る具体的意見）などであり，これらの調査結果

をも踏まえながら大学院の拡充をどのようにす

ればよいかということについて現在素案作りを

進めている段階である。

」

戸､、

､甲

以上の報告があったのち，委員長よ，次のよ

うに述べられた。

旧設大学院の改善の問題については既にその

素案のまとめの段階に入ったとのことであり，

これの実現のために必要な事項については関係

方面にも要望していきたいと考えている。一

方，新設大学の大学院の拡充整備の方も，先程

も述べたように，その途が開かれつつある状況

にあるので，希望をもって推進していきたい。

ついては，大学院に関する全般の状況につい

て，大学院問題調査研究会議の主査をされてい

る飯島委員より説明を願うことにしたい。
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の規模とか，教官の定員とか，あるいは学生の

定員とかいうものにバラつきがあり，概算要求

として事務的に取り扱う場合に大小さまざまで

は説得力に欠けるので，今後その方面の整備を

図るについては一つのスタンダードを作る要が

あるということで，文部省とも相談し，また金

沢大学や岡山大学等とも協議して，大体におい

て構想の基本的なところでは相通ずるものがあ

るようにこれを整理していただいた。

文部省の方では，現下の行財政事情からして

大学院の拡充は非常に難しいという雰囲気では

あったが，学部・学科の増設ということは臨調

方面からの抑制はあるが，大学の質的改善を図

るため大学院の整備は進めるべきであろうとい

う考えが強くなり，今年の８月頃の様子ではそ

れらの大学のうち比較的計画が熟していると考

えられる金沢大学，岡山大学，新潟大学の総合

研究科の設置を具体的に進めるよう来年度の概

算要求にこれを取り上げるという方針を決めて

いるようである。

一方，農水産系連合大学院についても，既に

創設準備室ができてから大分期間も経過してい

るので，これもスタートさせてよいであろうと

いうことで，東京農工大学を中心とする関東地

区と愛媛大学を中心とする四国地区の２つを先

ず取り上げていこうということになった。工学

系の連合大学院についても，内容が整備された

ところから博士課程の設置の推進をすべきであ

ろうということで，すでに調査費もついていた

名古屋工業大学や横浜国立大学のエ学系を同じ

ように取り上げるという方向にこの夏頃に文部

省は方針を決めたようである。

ただ，それを取り上げる形式としては，例え

ば岡山大学に直ちに総合研究科の博士課程を創

設するというかたちで大蔵省へ概算要求を出す

と非常に目立って，現在の行財政事情の下では

非常に難しいので，少し迂遠な方法ではある

が，例えば，岡山大学に総合研究科を直ちに設

置するということではなく，総合研究科の中の

専攻を取り上げて専攻増をするというかたちで

予算要求をすることにし，その専攻増が幾つか

揃った段階で総合研究科というかたちにすると

いうような手段で実現しようとしているようで

ある。

このような意味で，大学院博士課程の新設は

なかなか難しかろうとされていたのであるが，

今年はその突破口が開かれたと考えられる。そ

のようなわけで，取敢ず今年は総合研究科につ

いて，金沢大学，岡山大学，新潟大学の３大学

の計画が推進されることになるが〆残る熊本大

学，千葉大学等についても原案がもう少しまと

まればその方向で進められるものと考えられ

る。

工学研究科についても，先程申し上げた２つ

の大学に止まらず，今年の概算要求事項の中で

は電気通信大学，九州工業大学についても博士

課程新設のための調査費がついているというこ

とのようである。また，旧い薬学部の博士課程

をどうするかという問題もあるが，これもいず

れはある程度までは作るという方向の突破口だ

けはできたのではないかと思われる。
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以上の説明に関連し，引続き船田農水産系連

合大学院創設準備室長より，農水産系連合大学

院の構想ならびに創設推進の経過等について，

配付資料「農水産系連合大学院構想（連合農学

研究科の設置)」および「農水産系連合大学院

（連合農学研究科）設置の概要について」を基

に詳細な説明があった。
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いということのほかに，留学生が入学した大

学に博士課程が設置されていないということ

にも関係があるので，地方大学にも早く博士

課程を設置するよう促進すべきである。

○学位の問題は，留学生だけの問題ではな

く，日本では文科系あるいは社会科学系の学

位取得が非常に困難であるというのが実態で

ある。これについては現在本委員会の小委員

会の方でも検討中である。

○日本の学者で，特に文科系や社会科学関係

の方が外国へ出かけた場合，学位がないため

に不利を豪る場合が多い。

○文科系や社会科学系と理科系とを比べてみ

ると，理科系の総合研究科というのは割合に

デザインしやすいので学位問題もそれほど困

難ではないが，社会科学の研究科の方は大変

難しいようである。しかし，やはり文科系や

社会科学方面の学位問題は検討しておく必要

があると考えられる。

○人文系や社会科学系の学位の問題について

は，総合研究科とか連合大学院という新しい

かたちを考える以前の問題として，既に博士

課程が設置されている東京大学や京都大学の

ような大学で，もっと学位を授与するように

すべきではないかと思う。

○この学位の問題については，文部省の大学

院に関する調査研究会議の方でも，これまで

に何回か意見を出して，各大学に対し，学位

の制度も変ったことでもあり，留学生のこと

などもあるから配慮してほしい，ということ

は言ってきているわけである。また，文科系

や社会科学系の研究科長の方にもお集まりい

ただいて事情を伺っているのであるが，その

方々の言い分では，理屈はよくわかるのでわ

れわれとしてもそのようにしたいと思ってい

以上の説明があったのち，大学院に関わる諸

問題について次のような意見の交換が行われ

た。

○大学院問題として考えられる主要な事項は

次のようなことではなかろうか。

①若手研究者の養成一後継者問題，②選択

範囲の拡大，③留学生対策，④外国とのバラ

ンス（学位の問題)，⑤核家族化への対応(先

端技術の地方分散)，⑥社会人対策，⑦新し

い学術化への対応

○連合大学院が新設されることによって考え

られるひとつとして，教官への刺激というこ

とがある。先程説明のあった「農水産系連合

大学院設立構想」の中の“連合農学研究科の

教官,，の項において「連合農学研究科の大講

座ごとに，構成大学の教官の中から，博士課

程における研究指導及び教育を行う資格があ

ると判定された教官（Ｄ⑥及びＤ合）の群を

設ける。この教官を連合農学研究科教官と称

する。学生の指導教官は，この教官群の中か

ら選ばれる｡」ということになっているが，

このような教官の審査があることは構成大学

の教官の非常に励みにもなるのではないかと

考えられる。

次に第二としては，このような資格を持っ

た教官の指導を受けることになれば，当然学

部教育のレベルアップにもつながることにな

るのではないかと思う。また，学生側からみ

ても，博士課程が設置されることは非常に刺

激になるのではないかと考えられる。

それから留学生の問題であるが，特に発展

途上国から来ている留学生は殆どが日本で学

位を取得して帰国したい希望をもっている。

ところが日本ではなかなか学位を取ることが

難しい情況にある。それは学位の審査が厳し

”
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るが，伝統とか習慣とかの力が強くてなかな

か踏み切ることができないということのよう

である。それで，現在の文科系あるいは社会

科学系の大学院を担当している教官自体か

ら，先ず学位を取ろうとする運動も最近起こ

り始めている。

ただ，学位のスタンダードというか，自然

系の場合には例えば１枚のペーパーでも内容

がよければ学位を出すが，人文系などの場合

には長年月粒粒辛苦して大冊のものを書かな

いと学位は出せないということがあるようで

ある。これは審査の点からしても大変な労力

を要することになる。

この学位の問題は，日本だけでなくヨーロ

ッパの大学などでも，アメリカのＰｈＤ制

度というのが急に出てきて，そのあおりをく

って非常に困ったということがある。元来，

ヨーロッパでは専門の博士だけであったが，

その後イギリスではＰｈＤを取り入れた。

しかし，フランスではこれの扱いに困ってい

る。フランスでは「国家博士」というものが

あるが,これは極めて難しくなかなかとれな

いので，留学生などには留学生用に「大学博

士」という学位を設けた。ところがこれがま

たランクが低くてあまり人気がよくない。そ

れでフランスでもアメリカのＰｈＤ制度の

導入に切り替えようという空気がある。

旧制の学位を新制の学位に切り替えるのは

なかなか難しいので，学術博士というものを

もう少し自由に使って，これをＰｈ.Ｄ相当

に考えていくということにすれば，これも一

つの方法であると思う。今度総合研究科がで

きて学術博士も次々と誕生するようになれ

ぱ，それによって学位に関する考え方も次第

に変ってくるのではなかろうか。

○小委員会でも，５年前と10年前に大学院に

入学した者の追跡調査をしたが，人文・社会

系卒業者で学位を取った者は殆どない。学位

制度も変り，また留学生の問題もあるという

ことを言っても，なかなか旧来の方式を変え

られない。

○現在，国際機関の日本人職員も非常に多く

なってきていて国連関係の日本人従業員も百

数十名に達しているようであるが，そのよう

なところでは絶対に学位が必要であって，学

位がないと非常にハンディキャップがついて

しまう。いずれにしても従来の概念と異なっ

た学位を出せるよう促進する必要がある。

○社会科学系においても最近，課程博士が僅

かではあるが出てきている。このように大学

の中でも現在の情勢を受け止めて改善を図ろ

うとする気運も出てきているので，国大協と

して何らかのアクションを考えてみてはどう

であろうか。

○学術博士が拡がっていくと，学位に対する

考え方も変ってくるのではないか。
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おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，委員長から次のように述べられ本日の議事

を終了した。

旧設大学院の改善に関する小委員会は，本日

の午後と11月５日に開かれることになっている

が，新設大学院の拡充対策の方もそれと並行し

て審議を進めていきたい。本委員会は総会前に

もう一度開催したいと考えているのでよろしく

お願いする。

、

､

、

､

,ノ



ゴ

llH和59年11)]14日（水）１５：00～１６：00

学士会分館３号室

金子委員長

小野，須甲，阿M1,野村,』Ⅱ灘，大藤,坂上各委fj

l子沢，遠藤，｝１１中各専'''1委員

１１１１＃

場所

111席者大学院問題特別委員会

大学院問題検討の基本方針については，過ぐ

る57年11月総会においてご了承を得ているよう

に①「博士課程の設置充実は遅滞を許さないと

いうこと｡」②「手のつけられるところから早

急に実施するように要望するということ｡」③

「派生すべき諸問題は歩きながら考えてゆくこ

とにするということ｡」の３点にある。

ただ，この３点を軸とすることは勿論である

が，新設大学院の拡充，旧設大学院の改善とい

うことを考えていく上で更に将来への大学院教

育をどのように考えるべきかという問題がある

と思う。今後学術研究と大学院教育をどのよう

なかたちで両立させていくかという問題は大き

な問題であるが，趨勢としては国公私立の大学

間の交流，国際間の交流，さらに学問間の交流

（学際）という方向が，将来への大学院改革の

核になることはまちがいないと思われる。

いずれにしろ，今後はますます大学院問題は

重要性を帯びてくると思うのでよろしくご検討

願いたい。

金子委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

◎大学院の改善充実に関する諸問題について

初めに委員長より次のように挨拶があった。

旧設の大学院問題の検討小委員会では，年内

までに問題点を整理して報告原案をまとめて本

委員会に提出すべく作業が進められているとい

うことである。そこで本委員会としては，これ

を受けてこれに新設大学院問題の検討事項も合

わせて一本というかたちにまとめ，来年６月の

国大協総会に報告書として提出できるようにし

たいと考えている。

新設大学院の問題については，前回（10.12）

の委員会において，農水産系連合大学院問題に

ついて東京農工大学の船田教授（農水産系連合

大学院創設準備室長),新設大学院の一般論につ

いて幡香川大学長，総合大学院問題について松

山熊本大学長等に特別ご出席を願って説明やら

ご意見などを伺ったわけである。

そして，新設大学院問題をまとめるについて

は，これらのご意見も参考にし，またこれまで

の本委員会でのいろいろな議論を踏まえて，こ

の辺で一度整理をしてまとめをしてはどうかと

考える。

ついては，その作業の進め方であるが，新し

く小委員会を設けて行うという程でもないと思

うので，大藤，小野の両委員に下沢，遠藤の両

専門委員を加えた４人の方にお任せしてお願い

することにしてはいかがであろうか。（丁餓）
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以上のような挨拶があったのち，フリートー

キングのかたちで次のような意見の交換が行わ

れた。

○新設大学院のまとめは何時頃までにすれば

よいか。

○旧設大学院問題の力は，ほぼ年内にまとま

ってくると思うので，新設大学院問題の方も

できるだけ早いうちに骨格でも作っておいて

もらい，遅くとも４月頃には旧設，新設共に

￣
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まとめができるように作業を進めていただき

たい。

○新設大学院の問題については大体の検討は

できてはいるが，一度先ほどのメンバーで集

まって，項目だけでも決めてその肉付けをど

のようにするかとか'今後の問題点はどのよ

うなことがあるかとか'またこれのまとめの

分担等についても話し合ってみたいと思う。

○ところで，すでに連合大学院，総合大学院

については－歩進められたかたちで踏み出し

ているので，その辺の問題をどのようにまと

めればよいか。以前とは大分状況が違ってき

ているのでむずかしい点があるように思う。

○総合大学院というのは一体どのような構想

なのかよくわからないということをよく聞く

が，これは実際にはどのような構想なのか。

○新聞などを通じて知るところでは大よそ次

のようなことであるようである。

大学から出ている案では，既存の学問の専

門分化への反省から「学際領域」志向が強く

なっているというのが特色である。例えば，

個別諸科学の総合領域として①物質科学系，

②生命科学系，③人間科学系，④情報科学

系，⑤国士環境科学系等の構想案が出されて

いる。

○先般，総合大学院について文部打からヒア

リングがあったが，そのときの質問は次のよ

うな事項についてであった。

①総合の意義，②学位の問題，③管理運憐

の問題，④組織の問題

以上のような質問事項であったが，それぞ

れの事項に応じて十分に理解してもらうのは

なかなか簡単ではない｡ただ,やっていくうち

に意外にうまくいくということもあるが，要

は問題に対応できる組織作りが大切である。

○東京工業大学の総合理工学研究科というの

は研究所主導型であって，新構想の総合科学

研究科というのとは組立て方が全然違うかた

ちである。

○東京工業大学の大学院型というのは，その

後これに追随して他の国立大学でも設けられ

ているのであろうか。

○九州大学では，そのような形態の大学院が

設けられたということを聞いている。

○現在考えられている総合科学研究科という

のは，修士課程と博士課程とが繋がっていな

いのであるが，その点をいくら説明をしても

多くの人によく理解してもらえない。大学で

はこの組立ての内容をよくみてもらえばわか

るはずであると思っているのであるが，理解

しにくいらしい。

○総合科学研究科を修了したものに出す学位

は，どのような学位となるのか。

○この学位は，メインとしては学術博士であ

る。しかし現在，学術博士が何となく低く見

られる傾向があるので，IjjlBII博士も出せるよ

うにはしている。ただ将来は学術博士の学位

が高いものであると評価されるようにしたい

ものである。

○現在，第１常置委員会の下に「大学のあり

方の検討小委員会」というのが設けられてい

て，国立大学の活性化ということをテーマに

検討している。この委員会の議論もそろそろ

まとめの段１階に入ろうとしているのである

が，大学院問題については，いずれ各学部の

問題点を洗い出したところで，一度，本特別

委員会とジョイントミーティングをして意見

を伺うということである．

「大学のあり方の検討小委員会」では，次

の三つの柱を基に一応報告書をまとめようと
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おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，教養教育の問題について若干議論が交わさ

れ，本日の議事を終了した。

いうことで目下精力的に作業を進めている。

①各学部に見られる問題点

②教養教育の問題

③大学の評価

昭和59年10月12日（金）１３：00～１６：ＯＯ

国立大学協会会議室

金子大学院問題特別委員会委員長

田中委員長

森，石田，種瀬，飯島，岸，金森，宮島布施各

委員

日時

場所

出席者

大学院問題特別委員会小委員会

/侭､N、

組して，教養部，総合言語センター，総合保健

体育科学センターという三つのかたちのものを

創った。このうちの教養部は兼担制度であっ

て，既設の大学院に兼担をして大体滝ぐらいは

すでに進行しているが，本厩的には大学院とい

うものの単位に欠けている。

そこで現在教養部としては，教養学部という

ようなものを設置し，その上に兼担を全部まと

めた総合研究科を設ける構想を進めており，こ

れとともに総合言語センターについても，また

総合保健科学センターについても，それぞれ大

学院構成というものを検討してきていて，その

案も大体はできているので，いずれご報告する

ことになると思う。

田中委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より次のように挨拶があった。

本日ご審議願うことは，先ず初めに各大学に

おけるアンケート調査の状況について説明を伺

い，次に報告書（案）の各検討事項についてご

討議をお願いしたい。

ｕ｣二のような挨拶があったのち，議事に入っ

た。

〔識事〕

◎旧設大学院の改善について

（１）アンケート調査の状況について

最初に森委員より配付の資料を基に東京大学

の大学院の全般的な実態について説明があり，

つづいて東北大学の大学院について（石Ifl委

員)，九州大学の大学院について(ｉＨ中委員長)，

それぞれ配付資料に基づいて説明があった。

`鰻顯、

次にゥ東京工業大学の大学院の実態につい

て，岸委員より次のように述べられた。

東京工業大学では制度上，理と工を現実とし

て分離することは甚だ困難である。特に総合理

工学研究科などでは理と工の学位をどちらでも

出せるようになっているので，数字上はどちら

に区分けしてよいかわからない問題がある。

理学部の大学院は充足率としてはそれほど高

くはなく大体70％～100％の間ぐらいであるが，

名古屋大学の大学院の実態については，飯島

委員より次のように説明があった。

アンケート調査のまとめについては少し遅れ

ているので，いずれまとまり次第ご報告したい

と考えている。

名古屋大学では新しい試みとして教養部を改

艸
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博士課程への進学率は非常に高い。それに対し

て工学部は95％～170％ぐらいの過剰修士課程

を抱えているが，博士課程への進学率は非常に

低くて約20％以下である。その相関を取ってみ

ると，はっきりこのような二つのグループに分

かれるのである。

工学部の問題というのは，若手研究者養成の

立場からいうと，如何にしてドクターコースを

チャーミングのものにするかということに尽き

るのではないかと思う。

それから工学部の場合，課程博士として学位

を取らなくても論文博士として学位を受けるチ

ャンスがいくらでもあるということがある。実

際には３年前ぐらいから，課程博士として学位

を発行する数が逆転して論文博士の学位発行の

方が多くなってきている。このような事態は今

後定着していくのではないかと考えられる。た

だ，これは東京工業大学だけの現:象であるの

か，他大学でもそのような現象があるのか，そ

の点は調査されていないのでわからない｡

また，理工学関係では現在，大学外の畑の人

が大学の教官になっているということもあり，

エンジニアとプロフェッサーが交換可能という

時代に突入しているように思う。このような点

は文科系とは少し事情が違うのではないかと考

えられる。

そこで，大学で教官人事とか研究体制という

ものについて議論する場合別大学だけという閉

じられた中での議論ではなく，もう少し広く企

業その他全般の関係を考慮しないと，このよう

な問題は解決しそうもないのではないか。

それから，修士課程修了者が企業に入ってよ

い待遇を受け，またよい研究環境の下で研究を

して論文博士として学位を得ているということ

は，大学に残ってドクターコースに進んで勉強

しようとする学生の意欲を著しく阻害している

ようである。このような情況からして，ドクタ

ーコースが制度として客観的にみて矛盾を含み

過ぎているのではないかと思われる。

Ⅵ

、

以上のような説明があったのち，次のような

意見の交換があった。

○工学系の事`情は日本だけではなく外国で

も，大学と企業の研究所とのコミュニケーシ

ョンを結べば結ぶほど学生は大学には残らな

くなるという状況にある。この現象はエ学部

だけではなく一部経済学部にもみられる現象

である。

○学位というのは大学院の課程を修了した－

つの結果であると思うが，現在の工学部のよ

うな場合，大学院博士課程の大学の教育をど

う評価するのであろうか。

○大学の博士課程教育の質というものには企

業側からみてプラスとマイナスがあり，企業

側のいつわざる本音は，よい修士課程修了の

学生であればそれでよいという考えのようで

ある。

○ただ，大学の教官となった場合，それでよ

いのかという問題があるのではないか。

○大学教官になっても，それで役立つという

ことであれば，これは学位制度というものの

基本にも関わることである。

現在の“博士課程を終えた者に学位を与え

る”という考え方に即して言えば，論文博士

というのは妥協的存在であると考えられる。

そのところに混乱があるように思う。

○私の大学の特に文科系でのことであるが，

論文博士と課程博士とではどちらが上である

かという議論があったが，その結果では論文

博士がはるかに上であるということであつ

”
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との相関を考えると，なぜ医学だけが年限が

長いのか，あまりその必然性がないのではな

いかという議論のようである。これに対し

て，私学の場合は，研修医制度もないし簡単

に博士課程の年限を縮めることはできないと

いう意見のようである。

もう一つの問題は医科学修士の問題であ

る。現在医科学修士の制度のある大学は大阪

大学と筑波大学の二つであり，今のところこ

の制度は一般化することはしないという文部

省の方針のようであるが，各科関連の大学院

の問題としてはやはり少し触れておくべき問

題ではなかろうか。

た。

○農学部の状況は如何であろうか。

○農学部は現在のところ一部にはそのような

現象も見られるが，大学院修了者の多くは大

学，試験場，研究所といったところに就職し

て公務員になるといったケースが多いためか

修士から博士課程への進学率もそれほど悪く

はない。

○理学部でも専攻によっては博士課程進学率

の極めて低い分野があるが，大学によっては

理学部の大学院が定員過剰気味のところもあ

る。

おおむね以上のような意見の交換があったの

ち，次の議題に入った。

（２）報告醤の各検討事項について

１）総論（大学院のあり方）について

このことについて石田委員より配付資料「国

大協大学院問題特別委員会小委員会報告（案)」

を基にその要点の説明があった。

二

`己繍､、

以上の意見について委員長よ、次のような提

言があり，了承された。

医・歯・薬関係の問題が検討対象から外され

るというのはおかしいので，次回にでもその方

面の適当な方に本委員会に出席を願って各分野

についての説明を伺ってはどうかと考える。そ

れでよろしければ，その人選については委員長

にご一任願いたい。

これについて次のような意見の交換があっ

た。

○この報告（案）では，医・歯・薬関係の問

題が含まれていないが，これらの分野を除外

して議論するのもおかしいことではないか。

○現在，大学基準協会の中に大学院問題の委

員会というのがあって，その中に医学系関係

の小委員会というのがある。その小委員会の

議論では，医学の博士課程の４年間というの

と３年間に縮めることができないかという意

見が非常に強かった。

その一つは，臨床系などの場合は臨床研修

生という制度があって，その制度との関連を

考えると４年間というのは長すぎはしないか

ということである。それから，他の博士課程

宛

続いて次のような意見の交換が行われた。

○修士課程と博士課程のつながりの問題であ

るが，一貫制を取るものと，両者を別個にし

ているものの両方を同じ研究科で持てるので

あろうか。

○両方のかたちを持てるが，工学系関係以外

は両方のかたちを持つ意識はないようであ

る。つまり，ずん筒型と修士だけというかた

ちの大学院とは，意識として別に扱っていか

なければならないのではなかろうか。

○規則では博士課程の前期と後期というよう

に全部統一されているのではなかろうか。

`鰯窺､）
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○これまでの議論を踏まえて「総論」をまと

めるということになると，次の三点が現在欠

けているように思われる。

①医・歯・薬の分野の問題が欠けているこ

と。

②大学院の風格というようなものに触れて

の議論がないこと。

③一貫制の博士課程と，博士課程とは別個

にした修士課程の問題ということについ

ての議論がないこと。

なお，以上の点については統計が必要であ

り，例えば修士号だけで社会に出て活躍して

いる者の総数とか，その学科別とか，社会に

おける成長度というような点について調査し

てみたい。

○工学系の修士課程修了者の状況では，８割

程度のものが修士号で社会に出て行っている

ようである。ただ社会に出てからの成長度と

いうことになると，そのメジャーがないので

知ることはできない。

○修士の問題について議論をする場合には旧

設の大学院レベルだけの問題ではなくなると

思うが，旧設と新設の両者では修士課程の内

容に違いがあるのかどうか。またその辺の問

題まで本委員会で触れるのかどうか，その点

をはっきりとしておくべきであろう。

○修士課程は新設大学にも殆ど設けられてい

るので，今回の報告では，修士課程の問題に

は触れなくてよいと思う。それから，工学系

については岸委員がまとめられることになっ

ているが，その場合，理とエの絡み合いのと

ころをもう少し書いてもらいたい。それとい

うのは，研究所によっては理系と工系が実に

上手に絡み合っているところがあり，またそ

のようなところの業績も上っているようであ

るので，将来のことも考えてこの点に少し触

れておいてもらいたい。

○すべての大学院研究科の足並を揃える必要

性があるのではないか。例えば教育学部と文

学部とを比べたとき，教育学部の方が制度的

にはっきりしていて学位も多く与えている。

それで，文学系の学生が教育学部の方へ流れ

込んでくるといった傾向がある。また，正確

な統計などは出ていないが，教授になる確率

も教育学博士の方が文学系出身者より高いよ

うである。結局，教育学系の方が大学院の運

用が上手であるということが言えるようであ

る。

○教育学部の場合，教育学プロパーだけでは

なく心理学，社会学，経済学なども含まれて

いて，ある意味では人間科学部といったよう

な体制を採っている。従って学位を取って就

職するという者はそれほど多くはない。その

点，就職の市場性というものが広いというこ

とが言えるようである。

○文学部というのは，その中に文学・史学・

語学というように多くの分野があり，それが

またそれぞれ細分化されていて一専攻一講座

のように考えられる。ただ意識の問題もある

が，日本の大学の文学部のあり方がこれでよ

いのかということは基本的にはあると考えら

れる。

２）オーバードクターの問題について

このことについて種瀬委員より配付資料「大

学院学生およびOvcrDocL()ｒの処遇（案)」を

基にその要点について説明があった。
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これについて次のような意見の交換があっ

た。

○若手研究者の養成確保を図るため，文部省
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は，過般第６常置委員会で討議していただい

た意見の内容と基本的には同じであると理解

してよろしいか。

○基本的には同じであるが，一部表現の点で

若干修正してある。

○この部分では大学院の経費について触れら

れていないようだが，やはり少し述べておく

ぺきではなかろうか。

４）研究科による問題の多様性に対する対応につ

いて

このことについて金森委員より配付資料を基

にその要点の説明があった。

これについて次のような意見の交換があっ

た。

○石田委員の手許で各論的にまとめられたも

のと，この金森委員の総論的にまとめられた

ものとはどのようにマッチするのであろう

か。

○金森委員のまとめられたものは，区分けと

しては非常によいと思う。具体的内容として

は修士需要型と博士需要型とがあって，それ

を踏まえてまとめられていると思うのでこれ

も結構であると思う。ただ，医学や法学を例

としてスペシャリストとゼネラリストという

言葉を使ってよいものかどうか若干疑問があ

る。スペシャリストという表現よりはむしろ

う.、フェッショナルとした方が適当かもしれ

ない。

○学問は世の中に存在しているのだから社会

的な動きや需要によって変ってくることは事

実であるが，学問そのものの性格というもの

もあるし，それ自体の維持発展方法というも

のもあるはずである。大学院の問題につい

て，あまり社会的ニーズばかりの話になる

と，大学としてはその応戦が難しくなりはし

｝ま新たに日本学術振興会「特別研究員制度」

を設け，これに伴い従来の奨励研究員は順次

この特別研究員に統合・廃止するとの方針を

示している。そこで，このような制度につい

てはどちらか一方があればよいのか，両方あ

った方がよいのか，その辺のところをはっき

りしておくべきであろう。

○学術振興会の奨励研究員の採用者は59年度

当初で320名ということであるが，これだけ

の数ではどうにもならないので，統合して数

を増やすという方がよいのではないか。た

だ，双方の選考のあり方に違いがあるようで

あり，どちらにも良いところはあるようであ

るから，慎重に考えて結論を出す方がよい。

○助手のポストが定員削減のため振り替えら

れて次第に減少していくということは困った

問題である。

それから，助手の任期制の問題であるが，

例えばこれを何年間ということに決めるとな

ると，大学教官のうちなぜ助手だけに任期制

を取るのかということになり，大学教官全般

に波及する問題になるのではないかという意

見もある。

○オーバードクターの内容は種々様々であ

り，これを一括してオーバードクターの呼称

で取扱うのは誤解を招きやすいので，その表

現について考えるべきであろう。

３）大学院の財政，施設・設備，事務機構につい

て

このことについて布施委員より配付資料「大

学院の財政，施設・設備，事務機構について

(案)」を基にその要点の説明があった。

これについて次のような意見の交換があっ

た。

○大学院の財政，施設・設備に関する部分

９８
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ないか。

○大学院の運用とか経費のあり方では研究科

によって随分違う面もあるので，大学院全般

について共通理解のできるところは理解する

としても，博士課程であるからということで

すべてを一律に扱うということは適当でない

と思う。そのような点から，大学院にそれぞ

れ特徴のあることは大切なことである。

○共同利用研究所の問題に関しては，旧設大

学院の立場から見ての共同利用研究所の問題

ということであれば書くことができるが，共

同利用研究所の立場に立ったものは書けない

のではないか。

○それについては，実際問題として大学とし

ての立場で関連するところだけについて言及

するということでよいのではないか。

○本小委員会としての意見は遠慮せずに書く

ぺきであると思う。そして親委員会の審議に

委ね調整してもらえばよいのではないかと思

う。

５）大学院の整備拡充について

このことについて，岸委員より次のように述

べられた。

旧設大学院の構造上の問題として，論文博士

と課程博士との問題について少し触れて論じた

いと思う。この問題に手をつけると講座制とい

う問題に突き当るが，この部分はなかなか難し

い問題である。この問題に直接突き当らない大

学符理の問題ということになると学際大学院の

問題，連合大学院の問題あるいは共同利用研究

所の活用の問題というようなことになる。ま

た，教養部の問題もその中に含まれることにな

ると思う。

そのようなことで，このテーマのまとめの分

担は次のように考えている。

①イントロダクションの部分（岸委員）

②学際大学院，連合大学院の問題について

（宮島委員）

③教養部の問題と大学院との関わりの問題に

ついて（藤沢委員）

④共同利用研究所の関連の問題について（金

森委員）

､

、

《

可

以上の説明について次のような意見の交換が

あった。

○共同利用研究所関係のことについて意見を

まとめられるとのことだが，それは旧設大学

院としてみた場合どのようにあるべきかとい

うようなことについて述ぺられるつもりなの

か。

○共同利用研究所関係の問題は各研究所がお

かれている立地条件によって随分違ってくる

と思われる｡例えば非常に離れたところの研

究所でマスターコースを持つというのは教育

上おかしいことになる。

なお，それとは逆に，共同利用研究所を大

学側としてもっと積極的に利用してもよいと

いう面は旧設の大学院にはあると思う。その

辺の制度的な面をドクターの問題として取り

」こげてみてはどうかと思っている。

○ドクターコースとして共同利用研究所と利

用し合うとか，あるいは交流があったりコミ

ュニケーションがあったりして，共同利用研

究所が人材的にも本当に動けるようなシステ

ムが活性化してくれば，わざわざそれぞれの

共同利用研究所をプロパーの大学が持つ必要

はないと思う。それが現在ブロックされてい

る傾向が強いから一部の大学ではそれをほし

がるわけである。
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次回１１月５日（月）１３：00～１６：00おおむね以上のような意見の交換があって，

本日の議事を終了した。

昭和59年11月５日（月）１３：00～１６：３０

学士会分館３号室

金子大学院問題特別委員会委員長

|H中小委員長

石田，下沢，森，岸，金森，宮島，布施，藤沢各

委員

（説明者）高久東大医学部教授，長谷川九大薬学

部長，小嶋九大歯学部長

Ｈ１聯

場所

川席者

大学院問題特別委員会小委員会

'４１燕11％
して基準を見直す必要があるとして，現在，大

学基準協会の中の医学に関する大学院基準分科

会で検討がすすめられている。その中で焦眉の

急となっている問題は，博士課程の年限の短縮

化の問題である。これは卒後臨床研修制度との

関係で議論されている問題であり，特に臨床系

の場合，将来研究教育の指導者となるべき人が

臨床研修を未経験のままストレートに大学院の

研究生活に入ってしまうことは適当でなく，む

しろ研究に専念する以前の段|糟で患者に直（じ

か）に接する機会をもっておくことが長い月で

みて大事ではないかということで，大学院への

入学は２年間の卒後臨床研修後とすることが望

ましいと考えられる。そして，この２年間の臨

床研修との関連を考えると，大学院が４年間と

なっているのは少し長すぎはしないかというこ

とから，これを３年間に短縮してはどうかとい

うことが論議されている。

また，この間研究活動に精励できるよう履修

単位数についても30単位程度とし，外国語教育

についても，第２外国語については文献が大体

理解できる程度でよいのではないかという考え

方である。なお，この博士課程の年限の短縮化

については，医学系だけでなく歯学系について

も併せて図れないものかどうか今後，歯学関係

田中小委員会委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より次のように述べられた。

本日は前回に引続いて旧設大学院の改善に関

する報告書の各検討事項についてご審議いただ

きたいが，その前に，これに関連して前回の審

議の際，各専門分野ごとの大学院の問題点につ

いて残されている医学，歯学，薬学の３分野に

ついてそれぞれ適当な方から説明していただく

ことにしていたので，これについて，医学の問

題について高久東大附属病院第３内科教授，歯

学の問題について小嶋九州大学歯学部長，薬学

の問題について長谷川九州大学薬学部長より，

それぞれお話をお伺いすることとしたい。

以上のように述べられたのち,議事に入った。

〔議事〕

◎旧設大学院の改善について

（１１医学，歯学，薬学の各大学院の問題点に

ついて

初めに高久教授より，医学系大学院の問題点

に関し次のように説明があった。

医学系の大学院の基準は昭和32年に作られた

が，その中にはすでに廃止されたインターン制

度の規定がそのまま残されているなど実態に副

わな<なっている面もあり，時代の変化に対応
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者と話し合ってゆきたいとしている。 かということについては人によって意見が異

なるが，大学院基準分科会としてはそれほど

議論されたわけではない。ただ，文部省とし

ては大学院についてもカリキュラムがないと

システムとして認めないであろうから，どち

らにしてもコースは設ける必要があろう。

○研究後継者の育成という観点からみて医学

の大学院の位置づけはどのように考えられる

のであろうか。

○臨床は後継者教育に時間がかかり，研究能

ノノの力量ということからみるなら大学院を出

た人が優位とも一概にはいえないが，大学院

在籍３年間の間に研究の基礎をしっかり身に

つけるようにすることが将来を考えるとよい

ということが一般論としてはいえるのではな

かろうか。

○医学においては学生全体のうちの80～90％

は臨床系にゆく現状にあるが，基礎系の将来

はどのように考えられるか。

○基礎医学を志望する学生が少ないのは医学

全体からみて問題である。これは基礎医学を

勉強しなければならないというモチベーショ

ンが学生に必ずしも与えられていないという

ことにもその一因があり，その問題解決の一

つとして，もっと基礎医学について豊かな知

識を具えた人が教育に当たるということが必

要ではなかろうか。もともと医学の教育，特

に低学年教育については，基礎の医学者が教

えるようにした方がよいということがいわれ

ている。

それから，基礎系大学院へすすむ場合で

も，出来れば２年間の臨床研修を終えてから

行った方が将来にわたってプラスになるであ

ろう，という意見が基準分科会であったし，

そう考える臨床系の人も少なくないようであ

１０Ｊ

。

以上の説明についておおむね次のような意見

交換が行われた。

○医学系大学院の基準を変えるとした場合，

専lllj医制度との関係はどのように考えられて

いるのであろうか。

○専門医になる基準はそれぞれ専ｌ１１ｊの学会で

自主的に決められていて区々であるが，いず

れにしても卒後２ili間の臨床研修は学部教育

の延艮であると考えてここで医者としての埜

礎を身につけたうえで，専門医の勉強をする

ようにした方がよいと思われる。

○博士課程の修業年限を３年間とした場合の

メリットは，学位が３年で取得可能になるこ

とのほか，どのようなことが考えられるか。

○臨床系では大抵の場合，卒後臨床研修を終

えると，自己の専門の研究をするにしても殆

どは非常勤講師とか助手になって，その中で

研錨を積んでゆくことになるが，これには臨

床の義務が伴うため専門の研究をすすめる面

では難がある。この点，大学院で３年間集中

して研究に専念できるので，臨床指導者の養

成ということからもこれは好ましいことでは

ないかと思われる。

○大学院では優れた指導者について研究に専

念することが大事なことと思われるが，単位

について，わが国の大学院，特に臨床系にお

いては単位制を敷くことはなじみにくいとい

う意見は大学院基準分科会でなかったのであ

ろうか。

○大学院では講義を聴くことよりも指導者の

もとで研究を行って論文をまとめるというこ

との方が遙かに重要であることには違いない

と思う。臨床系の大学院に単位がなじむか否
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一方，大学院は学問の進歩に伴う社会からの

高度な要請に応えて研究教育の充実を図ってゆ

くという使命をもっており，この観点から博士

課程の整備充実が望まれている。

現在，いわゆる新８大学の中で，大学院に薬

学の博士課程が設置されているところは３大学

で，あとの５大学は修士課程にとどまってい

る。しかしこれも熊本大学については来年度博

士課程が設けられる見込みで，他の４大学につ

いてもその見通しは明るいということのようで

ある。また，博士課程を有するいわゆる旧６大

学については，東京大学を除く他の５大学の大

学院はいずれも２専攻13講座の組織となってい

るが，今日の医学の進歩ということからみてこ

れではカバーしきれないと思われるので，２専

攻を３専攻にふやすことについて文部省へ働き

かけている。

以上のような説明についで，配付資料「大学

院薬学研究科専攻新設計画一覧（旧六帝大)」

および「大学院薬学研究科入学者一覧」につい

て説明があった。

る。

医学系大学院の問題に関し，おおむね以上の

ような意見交換があった。

ついで歯学系大学院の問題に関し長谷川九大

歯学部長より，配付の資料は去る10月に開催さ

れた国立大学歯学部長会議の際，会議資料とし

て配付された学生定員等に関するアンケートの

集計結果のうちから大学院問題に関する項目を

抜粋したものである旨前置きがあったのち，同

資料について説明があり，さらに九大歯学大学

院における問題点について次のように説明があ

った。

九大の歯学大学院では，ここ１０年間ほど学部

からの入学志望者がふえていない。その理由と

しては，近年ある程度助手の待遇改善が図られ

た結果助手のポストが詰まってきたこと，地域

的に年々開業が難しくなってきていること，な

ど将来の見通しが必ずしも明るくないというこ

とのためと思われる。

これに引続き，薬学系大学院の問題点に関し

小嶋九大薬学部長より，次のように説明があっ

た。

去る５月に九大において国立大学薬学部長会

議を開催し薬学に関する問題について協議を行

った。

薬学における当面の問題として，日本薬剤師

会などが唱えている薬剤師の国家試験の受験資

格に絡んで薬学教育の６年制ということが論議

されている。この問題に対する国立大学の考え

方としては，国家試験の受験資格を６年制とす

ることについては大学院の修士課程を活用する

ことで対応できると思われるので，これについ

ては，他の問題と切り離して議論した方がよい

としている。

１０２
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以上の説明について次のような意見交換があ

った。

○薬学の場合，他学部に比べて女子の在籍率

が高いようであるが，これは大学院ではどの

ようであるか。

○女子の大学院への進学率は男子に比べてか

なり低いようである。

○修士課程を終えて引続いてその大学の博士

課程にすすむ学生の割合はどの程度なしので

あろうか。

○それについては教官のコミッションという

ことが関係し九大の場合は年度によって異な

るが，７人～13人の幅がある。

`!；露､、
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ところで，博士の学位の取得ということに

ついては，薬学の場合全体的にみると，修士

課程を出て企業に就職し，そこで自己の研究

の成果をまとめて論文を提出して学位を得る

者の力が，博士課程を修了して学位を得る者

よりもその数は多いようである。ただ最近の

傾向として企業によっては新しい研究領域へ

の対応という点から博士課程を終えた者を希

望するケースも少なくないようである。

○将来医師の過剰問題が起こることを見越し

て最近，医学部の学生定員を減らそうとする

動きもみられるが，薬学については，学部の

定員は現状のまま大学院のみ定員をふやそう

というのであろうか。

○薬学で新しく設置しようとする講座につい

ては独立専攻を考えている。

○医学，歯学の場合，基礎系にすすむか臨床

系にすすむかという違いはあってもその大部

分の者は医師になるのに対し，薬学の場合は

薬剤師になるための教育を主とする場合と，

薬剤師教育を目的としないアカデミック志向

との両面があり，また医師，歯科医師の需給

関係と薬剤師の需給関係は現状が異なってい

る。

○将来医師数が過剰となった場合生じる問題

点としては，国全体の支出する医療費がふえ

て医療経済が破綻するおそれがあること，医

師間の過当競争で医師のクォリティが落ちて

国全体の医療水準が低下するおそれがあるこ

と，医学部を出ると医者になる以外の途は殆

ど考えられないので医師の失業者が生まれる

おそれがある，といったことが考えられるこ

とである。

○医学部には優れた人材が集まっているので

あるから，これを国際的視野に立って生かす

ようにすべきである。たとえば，発展途上国

へ医療援助として組織的に医師を派遣すると

いうことも考えられてよいのではなかろう

か。

○イギリスにおいてはメディカル・リサーチ

・カウンシルという国とは独立した機関で医

学に関する重要な問題を取扱っている。わが

国でもそのような機関を設けて，そこで医師

数の適正規模がどの辺にあるのかといった問

題について検討されるようにすべきではなか

ろうか。

○国立大学における大学院については研究後

継者の養成にウエートを置くということを我

我としてはっきり主張し，そのためにはどう

すればよいか，ということを関係機関にアピ

ールしてゆくべきではなかろうか。

○薬学において新たに考えられている生物科

学領域の専攻は，医学の生物科学と重なる面

があると思われるが，これを薬学の大学院と

して独自に持った方がよいと考えられている

のであろうか。

○確かに医学の分野と重なる面はあるが，学

問の進歩に応じて薬学は薬学として新しい領

域の研究を切り拓いてゆくべきではないかと

考える。

新しく考えられている生物薬学専攻では，

どれが基幹講座でどれが協力講座かという区

別はしないで，互いが協力しあうという意味

で，すべてが協力講座になるという考え方を

とった方がよいのではなかろうか。
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おおむね以上のような意見交換があったの

ち，委員長より次のように述べられ，次の議題

の審議に移った。

医学，歯学，薬学それぞれにおける大学院の

ＪＯ３
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案)」について，次のように説明があった。

配付の資料の中身については前回提出したも

のと比べて基本的には変っていない。ただ前

回，「若手研究者の養成ということに絡んで大

学院に対してもっと財政措置が図られるべきと

いうことを主張すべきではないか」という意見

があったので，このことを新たに書き加えたも

のである。

ついで，岸委員より配付資料「大学院の整備

拡充（案)」について説明があった。

問題点についてお三方から説明をいただき，こ

れをもとに種々ご意見を頂戴したが，これにつ

いても報告書に盛る必要があると考えるので，

石田委員にただ今の説明と議論を踏まえてその

要点を文章化していただきたい。

（２）報告醤の各検討事項について

このことについて，初めに岸委員より，過般

小委員会委員所属９大学を対象に実施した旧設

大学院改善充実に関するアンケート調査の集計

結果のうち，工学系部分について，配付資料を

もとに説明があった。

以上の説明について若干意見交換があったの

ち，宮島委員より，農学系大学院についての報

告書取りまとめに関し，配付資料「研究科によ

る問題の多様性に対する対応（農学系研究科)」

について説明があった。

ついで，布施委員より配付資料「大学院の財

政，施設・設備，事務機構について（第２次

」

法1懸熱さ

以上をもって本|｣の議事を終り，最後に委員

長より，次回は初めに藤沢委員より文学系大学

院に関する問題の説明をお願いし，それに引続

いて報告書の取りまとめについて全体的に見渡

しながら詰めの作業をすすめてゆきたい旨述べ

られた。

次回１２月10日１３８００～１６：0０

１１M和59年12)11011()1）１３：00～１６：００

国立大学協会会議室

金子大学院問題特別委員会委員長
１１１中委員長

石田，種瀬，下沢，森，岸，金森，宮脇，布施，

藤沢各委員

1三１時

場所

１Ｍ席者

大学院問題特別委員会小委員会
ざ

'驫窺１

田中委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より次のように挨拶があった。

本日は，報告書作成のため各委員によってま

とめられたそれぞれの資料について説明を伺

い，なお時間に余裕があれば今後の作業の進め

方についてご相談したいと思うのでよろしくお

願いしたい。

以上の挨拶があったのち，議事に入った。

〔議事〕

◎旧設大学院の改善に関する報告醤のまとめ

について

本題に入る前に下沢委員より，「大学院修士

課程のカリキュラム」の問題について，先般開

催された日本化学会の中の化学教育部会におけ

る討議の模様について報告があり，これについ

て質疑，意見交換が行われた。

ついで本題に入り，初めに石田委員より，「検

抄

１０４
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討事項(案)」の第一部｢大学院のあり方」につ

いて配付資料を基に次のように説明があった。

第１部については，一応「大学院のあり方」

というタイトルにしてみたのであるが，これは

あるいは「大学院の現状」といった方がよいの

かもしれない。それから報告書の全体のまとめ

方の順序であるが，第１部の次に主として金森

委員がまとめられる「研究科による問題の多様

性に対する対応」の問題がレジュメ的にはつな

がるのではないかと考えられる。そして，その

次に岸委員の方でまとめられる「大学院の整備

拡充」の問題がつづくのが適当ではないかと思

われる。なお，種瀬委員分担の「大学院学生お

よびオーバードクターの処遇」の問題と布施委

員分担の「大学院の財政，経費」の問題はどこ

か適当な所に入れたらよいと思う。

また，学問分野の問題については，文，教

育，法，経，理工，農，医，歯，薬の順序でよ

いのではないかと考えるが，後から追加された

医，歯，薬の分については，全体とのバランス

上，その表現について少し手を入れた方がよい

と思われる。

そこで，全体のまとめとして何が足りないか

という問題であるが，研究所の大学院独立論の

問題をどうするかということがあるように思わ

れるので，この問題について後でご意見を伺い

たい。

そのほか，新制大学の修士課程と旧設の博士

課程との関わりの問題，それからまとめの内容

の形式をどうするかという問題などがあるので

はないかと考えられる。

にもあったように，次のようにしてはどうかと

考える。

①序言と現状について

②多様性の対応について

③大学院の整備拡充について

④各論について

なお，医，歯，薬の問題についてはもう少し

資料を読んで検討してからまとめるということ

にしたい。それから，研究所の問題はどのよう

に取扱ったらよろしいであろうか。
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つづいて，研究所の問題について次のような

意見の交換が行われた。

○研究所の大学院問題というのは，学部系の

大学院とは異なった事情があるのではなかろ

うか。

○例えば工学部の場合，大学院教育の美点と

するところは，学部全体が最後まで協調して

やっていくという点であるが，また一方では

別な専攻科を作った方がよいというような考

え方もあり，議論は対立しているようであ

る。しかし，この二つの考え方では，学際領

域を拡めようというような場合，後者の考え

方では問題が残るのではないかという気がす

る。ただし，これは後継者養成という問題と

は別の問題としての場合である。

○文系の研究所の場合はどのようであろう

か。

○京都大学の場合は，人文科学研究所という

のがあるが，ここでは定員が付いてはいるが

実際には大学院教育はやってはいないようで

ある。

○工学系では二種類のかたちがあって，研究

所の上に専攻が載っているといった独立した

かたちのものと，大学院の中に含まれている

」０５
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おおむね以上のような説明があり，これに関

して委員長より次のように述べられた。

全体のまとめについては，石田委員のご意見

己



といったかたちのものとがある。ただ，学生

の流れの問題であるが，私の大学では割合

とうまくいっているように思っている。それ

は，学部側が学生の流れの主導権をもってい

てコントロールしているからである。

○私の大学ではいくつか研究所があるが，研

究所の中には一つの大学院と密接に関係のあ

るかたちを取っているものとか，あるいは複

数の大学院と関係があるといったものがあ

る。しかし，いずれにしても不満な点はある

ようであるが，ただその不満もそれぞれ局地

的に解決できそうな問題であると考えられ

る。

大学全体として今後考えなくてはならない

問題というのは，大学に直接関係をもたな

い，例えば高エネルギー研究とか，その他こ

れに類するような研究がどのようなかたちを

もって大学と関わりをもって大学院と関わっ

ていくかという点であろう。

○新しい動きとして，例えば国立直属の機関

である岡崎の国立共同研究機構とか国立民族

学博物館とかいうようないろいろの機関で大

学院の検討を始めているという動きがある。

ただそのような大学ではない機関では学位を

どうするかという問題がある。

○研究所としてはやはり学位の出せるような

大学院を望んでいるようであるが，そのよう

なところで学位が出せるようになると，学位

は何処でも出せることになるのではないかと

いうおそれがある。

○「大学院の整備拡充」に関連して，研究所

の問題について大学側から見た場合の問題点

と思われるものについてはその中で触れてい

るが，附置研究所あるいは共同利用研究所側

から見た問題については触れないことにして

１０６

いる。

ここで岸委員作成の「大学院の整備拡充

(案)」について同委員より説明があり，またこ

の'１』の「大学院と教養部の関係」の問題につい

て藤沢委員より説明があり，これについて意見

交換が行われた。

ついで，「各学問分野別の問題点」について

の審議に移り，初めに委員長より，医，歯，薬

の部分については先程も述べたように全体との

バランスを考え手直しをすることにし，そのま

とめは石田委員にお願いすることにしたい，と

述べられ，ついで種瀬委員より法学系几経済学

系の現状と問題点について，岸委員より工学系

について，宮島委員より農学系について，藤沢

委員より文学系について，布施委員より教育学

系について，それぞれ資料を基に説明があり，

意見が交わされた。

そのあと「大学院学生およびオーバードクタ

ーの処遇」の問題について種瀬委員より資料を

基に説明があり，意見が交わされた。

その際の主な意見は次のとおりである。

○後継者養成という点では，これはと思う人

材は就職して外に出て行き，大学にはこのよ

うな人材は余り残らないという悩みがある。

この辺の問題をどの程度取り上げて書けばよ

いのか難しいところである。

○大学院の整備拡充という見地からすると，

資料の序文で述べられているように教養部教

官の活用によって既存の大学院の補強拡充を

狙うことは重要だと思う。

○経済学関係では，文学関係と何じょうに学

位の取得が非常に困難なようであるが，これ

について何か問題はないであろうか。

○法学部で大学院が育たないというのは，医

`感鰄踊､，

仁

つ
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学部の臨床系の大学院の情況と同じであると

いうことを聞いているがどうであろうか。

○医学部で臨床系の大学院の充足率が極めて

悪いのは，大学の研究室に残るよりも，早く

実地で技を磨く方がよいという考えが強いた

めであるが，法学部でも同じく大学院に進学

するよりも早く就職した方が有利であるとい

う考えに支配されて，大学院の充足率が悪く

なっているようである。

○留学生の問題は今回は全然触れないことに

するのか，あるいは留学生問題も一つのテー

マとして取り上げることにするのか。もしも

取り上げるということであれば，留学生につ

いてのデータも揃えておく必要があるのでは

なかろうか。

○留学生問題は，大学院問題を検討する際の

重要な問題の一つであると思うが，どのよう

なところでこの問題を扱えばよいかというこ

とについては，いずれ全体のまとめができた

時点で考えることにして，一応私の大学（九

州大学）で留学生問題に関する必要事項の調

査をしておくことにする。

○オーバードクターの問題であるが，この問

題は研究科自体としても重大な問題であると

思う。オーバードクターの問題について種瀬

委員がまとめられたところでは数値が全然入

っていないが，これについては布施委員の資

料に掲げられている数値が土台となると考え

られるので，そのデータを基にまとめられる

とよいと思う。

､３

鼎

巳

Ｍ／偲鰊､

以上で報告書案の内容についての審議を終

り，最後に委員長より次のように述べられ，本

日の議事を終了した。

本日の審議で報告書（案）の骨子が大体まと

まったが，今後の取りまとめのため，「総論」

および「各論」のそれぞれのポイントについ

て，またどういう形式でまとめるか等について

次回までにお考えおきいただきたい。

次回１月28日（月）１３：00～１６：0０

】

刃

江

９

＃

日時

場所

出席者

昭和59年11月14日（水）１３：３０～１６：00

学士会分館８号室

松山委員長

町田，川井，加藤，裏田，添田各委員

石田（代：安達)，長沢，東,沙藤各専門委員

（文部省）占部学術情報課長，倉橋専門員，大埜

大学図書館係長

己

｢鰔息、

図書館特別委員会
壮

刃

松山委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長から，本日文部省から説明のた

めに出席された占部学術情報課長，倉橋専門

員，大埜大学図書館係長の紹介があり，ついで

大川委員の後任として新たに委員に就任された

川井健委員（一橋大学教授，同大学附属図書館

長)，ならびに石田専門委員の代理として出席

された安達淳東大講師の紹介があって議事に入

った。

〔議事〕

学術情報システムについて

初めに占部学術情報課長より，学術情報シス

テムの進展状況および大学図書館関係の昭和6０

，７

草

１



タベース購入費およびデータベース関係の科学

研究費は，前年度と同額である。図書館の機構

整備費は，３大学に部制を，北海道大学には学

術情報課設霞を要求している．

文献情報センターの現状と今後の計画は，昭

和60年４月から東工大・阪大・名大を結びサー

ビス業務を開始し，更に'0大学を結続する。ま

た私立大学（慶応大学，関西大学乳南山大学）

より結続の希望があり，目録作成と貸借業務の

みを対象とする端末レベルの結統について検討

'１｣である。

く

年度概算要求の概要について次のような説明が

あった。

（１）昭和60年度概算要求の概要について

昭和60年度概算要求は，各省庁とも経常経費

,0％，投資的経費５％それぞれ減の枠組みで要

求することになった。

文部省関係の一般会計は約４兆５千億円を要

求しており，これは前年度に比べると0.08％の

塒である。

IIil化学校特》11会計}よ約１兆６T･億｢１１で，こり）

うち－.股会計から特別会計への繰入れは約1兆

１１であり，これに|÷|己収入等約５千億円を力Ⅱえ

た総額では前年度に比べ約143億円増となるが，

その殆どが人件費（約70％）に充当されるため

実質的な予算の成長とは言いがたい。

（２）学術情報関係の概算要求について

東京大学文献情報センターは，昭和59年度よ

り全国立大学共同利用施設となり，現在は定員

10名付いているが，昭和60年度は更に１０名の増

員を要求した。事業費は，前年度より約’億円

増の総額で約５億円を要求している。

学術情報センター設備調査費は，約200万円

を要求しているが，文献情報センターは学術情

報システムの一環として設置したものであり，

引き続き将来構想の実現を期したい。大学図書

館の電算化は，大規模館は従来の５大学に２大

学を加え，ＭＬ館は現在の９大学に４大学を力Ⅱ

えて要求した。

図書購入費は，設備費の一律20％減という状

況のもとで，やむなく'6％減になった。人文・

社会系雑誌センターの整備要求と外国雑誌購入

費は若干増額し，自然科学系は前年度に準じて

いる。

図書館の維持費は前年度と同額である。デー

タベース作成費は，新規に２件追加した。デー

１０８

ヂ

ｲ凡

,鰯顯）

以上の概要報告があり，ついで東京大学文献

情報センター要覧（配付資料）に基づき安達東

京大学講師から，文献情報センターの沿革，組

織．機構，センターシステムの構成，計算機の

配置，ネットワークの参加組織，目録作業の流

れ，Ｈ録システムデータベースの概要，学術雑

誌総合目録関係などについて説明があり，つい

で次のような意見の交換が行われた。

○昭和60年４月以降文献情報センターのサー

ビス業務を始めるとのことであるが，具体的

内容はどのようなものであるのか。

○図書・雑誌の目録作成，データ類のカード

印刷，教育訓練用プログラムの整備などであ

る。

○名古屋大学と京都大学は文献情報センター

システムが進んでいるとのことであるが，東

京大学文献'情報センターの機械の本体と同じ

メーカーであろうか。

○名古屋大学と京都大学が同じであるという

ことで，京都大学に新たに開発する機械のネ

ットワークは名古屋大学にも接続開発ができ

るようにすすめている。

○通信料はネットワークの張り方の選択で違

⑯

'`乗顯）
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ってくるが，オンラインシステムは専用線で

ネットワークを組んでいるので，距離によっ

て急激に通信料が嵩むようになった。しかし

逆に一日中繋がっているところは，流れるデ

ータ量に関係なく毎月支払う逓信料が一定額

であるので，この辺のことについてコスト評

価をする必要があるのではなかろうか。

○部局のデータは，総合図書館に集めるとい

うことになるのか。

○その点は柔軟に対応し，コストの安い方で

よいと考えているが，ただ心配なことは，例

えば教養学部とセンターを直接結ぶ一方で総

合図書館とセンターを結んだ場合，教養学部

と総合図書館の繋がりが稀薄になるのではな

いかということであり，この点図書館システ

ムの作り方に難しいところがある。

どをどんどん削らなければならない状態に立

至っている。また，図書購入費を減らす一方

でコンピュータ化を促進することに対する疑

問の声もかなりあり，コンピュータ化や端末

機を購入する予算があるなら図書費に回して

もらいたいとの意見もある。

○予算的には，図書購入費は設備費の中に組

み込まれており，従って設備費がカットされ

ると当然図書購入費にも連動してくる。この

点，予算の仕組みにも問題がある。

○図書購入費は年々15％ずつ減らされてお

り，その減らされた額の15％減であるから累

積減額が益々多くなっている。そうかと言っ

て，図書購入費の減らされた分を大学の共通

経費で臨時的に補ってもらえるかというと，

そうもできない現状である。

○システム化が動きだすと，これを動かす環

境整備が大きい問題となるであろう。その場

合，図書館側の問題だけでなく，利用者IlUlに

対する図書館側の対応の問題などいろいろな

iWiで検討しなければならない諾問題が残って

いる。

○国会図書館と大学図書館の関係であるが，

国会図書館の基本的な考え方は，国会図書館

自身が必要とする図書を収集，整備した成果

を，自分の処だけに留めておくのは惜しいか

ら頒布するという姿勢である｡これに対し大

学図書館側は，もう少し早く収集・整理がで

きないものかと希望している。

○国会図書館は，すべての図書を購入するわ

けではなく出版社からの寄贈によるものが多

いが，アメリカでは議会図書館に収めないと

出版権が発生しない仕組みになっている。つ

まりアメリカ議会図書館は著作権を授ける権

限をもっているということである。一方わが

１０９
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２大学図書館のあり方について

これについて委員長から次のように述べられ

た。

木協会が予てから行ってきている大学図書館

の整備充実に関する要望も，また学術情報シス

テムの整備に関する要望も，共に予算に絡むも

のであるため当初の思惑どおりに運ばれていな

いが，このことについて図需館側の情況を踏ま

えて討議をお願いしたい。

砂

ウ
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以｣この提言に関し次のような意見の交換があ

った。

○図書購入費は相当多額の減であるとのこと

であるが，年々減らされているところに更に

追い討ちをかけるような減らされ方では全く

つらいことである。このような情況にあるた

め，総合図書館は勿論のこと各部局図書館で

も，今まで継続購入している専門外国雑誌な

ａ
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だけで何の見返りもないのかという素朴な疑

問を持っている向きもあるようである。

○使用料は最初の1年間は徴収しない方向で

検討しており，またシステムが安定し始めて

参加した大学図書館については，３カ月位は

テスト期間として徴収しない制度を検討して

いる。

○昭和60年３月の定年制度施行に伴う退職者

の後補充については，原則として不補充とい

うことが閣議決定されているが，特に規模の

大きい大学図書館では定年退職者が多いの

で，全然不補充ということになれば図書館の

機能が停止することになる。それで，この不

補充措置に対し，大学図書館は学術情報シス

テム整備の途上にあるので，特別に除外措置

または特別措置を講じてもらいたい旨を，国

立大学図書館協議会から文部省に要望してい

るが，その結果についてはまだ判っていな

い。

国の場合は，図書を国会図書館へ収めなくて

も著作権は自然発生する仕組みになっている

ので，国会図書館に迅速性を求めてもそれ程

期待はできないのではなかろうか。

○現実に国立大学図書館の目録カードがそれ

程標準化されたものかというと，実に様々な

カードの記入が行われている状態であり，ま

だシステム化されていないのが実情である。

せっかく国立大学レベルでデータベースを作

るからには，鮮明なものであり且つ皆に利用

されるシステムにしてほしい。

○目録を利用する場合，その料金はどうなる

のか。

○使用料の試算の考え方は２通りあって，１

つは公共的なサービス業務であるから基本的

には安い方がよいという考え方であり，いま

１つは公共的事業の健全な発展を期するため

には，公平な価格を受益者から徴収すべきで

あるとの考え方であるが，そのいずれにする

かは目下検討中である。ただ後者の受益者負

担方式の場合，ややもすると人件費を失念し

て用紙代だけの原価計算になりがちである

が，この方式をとる場合には人件蕊を含んだ

試算になると思う。なお，オリジナルなもの

を入れるという労働は，他館から利用される

角０
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おおむね以上のような意見の交換があり，最

後に，委員長から，学術情報システムの方はま

だ固まっていないので，当分の間は本日のよう

な形で適宜集まって意見の交換をしたい旨の発

言があって，本日の会議を終了した。

的

〃
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昭和59年11月14日（水）１４：00～１６：ＯＯ

国立大学協会会議竈

松田委員長

藤井，１１Ⅱ１１，幅H1，小野，井'11，天野，小林，

丸井，谷口，永田，松井，池田，添田各委員

（大学入試センター）小坂所長，木村管理部長

日時

場所

１１１席者
(第１２回）入試改善特別委員会

〆

長および木村管理部長の紹介があいついで前

回議事要録を朗読確認したのち，議事に入っ

た。

松田委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より，開会の挨拶と，入試セン

ターからオブザーバーとして出席された小坂所

ｎｏ
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施したいと考えている。

ところで，寄せられた各大学からの意見につ

いては，各大学・学部におけるおおよその感触

を記述していただいたわけであるが，当然のこ

とながら各大学・学部の意見は異なっており，

意見併記のものもあって，この結果の詳細なま

とめは困難であった。それで，今回は各了解事

項について大筋のまとめを報告するにとどめ，

少数意見についてはこれを省くこととしたい。

しかし，これらの少数意見については今後本委

員会で入試改善について検討をすすめてゆく上

の参考としてゆきたいと考えている。なお，幾

つかの大学から詳細に亙る意見を頂戴したこと

を感謝申し上げたい。

その了解事項についての各大学・学部の意見

の概要については，次のとおりである。

（１）共通第１次学力試験の試験教科・科目数

を削減することの是非について

大多数の意見は，単一試験方式による５教

科７科目と５教科５科目に二分され，その他

コース試験方式による５教科６科目とする意

見もあった。

（２）共通第１次学力試験の教科・科目に関し

て，いわゆるア・ラ・カルト方式をとること

の是非について

ア・ラ・カルト方式をとることへの積極的

賛成は少なかった。

（３）自大学が第２次募集を新設又は拡充する

可能性について

現在，これを実施していない大学では，械

極的意見は殆どなかった。

しかし，国立大学の受験の機会を複数化す

ることへの配慮を望む意見があった。

以上が各大学・学部の意見の概要であるが，

なおこれに若干補足的説明を加えることとした

１１１

〔議事〕

◎共通第１次学力試験に関する各大学からの汀

意見とその後の検討について

』

初めに，委員長より次のように述べられた。

去る６月総会における入試改善に関する申合

せ供通第１次学力試験についての改善検討に

関し①試験教科・科目を削減することの是非，

②いわゆるア・ラ・カルト方式をとることの是

非，③自大学が第２次募集を新設又は拡充する

可能性，について各大学で検討を行うことが了

解事項として承認された）に基づき調査を行っ

た３つの検討事項についての各大学・学部の意

見について，予て各地区当番大学長若しくは地

区選出の本委員会委員にそれぞれの地区におけ

る各大学のおよその意見分布の取りまとめを依

頼していたが，これが出揃ったので，午前中に

小委員会を開催して全体の集約を行った。その

結果取りまとめられたものが，お手許配付の

「第741回l総会（昭和59年６月）における入試改

善に関する了解事項についての各大学・学部の

意見の概要」である。

今回の調査結果について明日から開催される

総会に報告する必要があるので，これをどのよ

うな形で行えばよいかについて後ほどご意見を

いただくこととしたいが，私としてはおおよそ

次のような形で報告をしたいと考えている。

今回の調査は，各大学・学部がこれまでの共

通第１次学力試験実施の経験を踏まえ先きの総

会で申し合わせた３点の検討事項についてそれ

ぞれどのようなご意見を持たれているか大まか

に把握することによって，今後の本委員会の入

試改善の検討に役立てようという目的でご依頼

したものであり，本委員会としてはこの調査結

果を参考にしてさらに本格的なアンケートを実
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ても，入試全体のスケジュールをみながら今後

検討することも考えたい。

そのほかに，基本的なものとして，共通第１

次学力試験の実施目的・理念について再検討が

必要ではないかとする意見も少なからずみら

れ，また，共通入試を廃止すべき，とする意見

もみられた。それから，共通第１次学力試験を

資格試験的位置づけとしてはどうかとする意

見，共通第１次学力試験の結果の利用法の弾力

化を求める意見，共通第１次学力試験の評価採

点を１点刻みとしないこと，といった意見が寄

せられた。

総会における報告について概ね以上のような

内容とすることとしたいと考えるが，これにつ

いてご意見を頂戴いたしたい。

いｏ

まず，(1)については，現行の５教科７科目を支

持する意見は全般的に多くみられ，特に医学

系，教員養成系では顕著にみられたが，その理

由としては，①大学入学の基礎学力の有無を判

定するのに必要である，②科目数を削減するこ

とは共通第１次試験導入の理念に反し，また高

校教育を乱す虞れがある，などがあった。ま

た，科目数削減を支持する意見では，受験生の

負担軽減の観点からこれはやむを得ないとして

いるが，その場合５教科５科目が削減の限度と

みているようである。それから，教科・科目数

の如何にかかわらず「現代社会」および「理科

Ｉ」については共通第１次学力試験にはなじみ

にくいので，これを試験科１号|から外すことが適

当ではないか，という意見もかなりみられた。

(2)については，ア・ラ・カルトヵ式をとるこ

とへの積極的賛成は少なかったわけであるが，

ア・ラ・カルトカ式に反対する理由としては①

受験生の志望変更を困難にしないか，②高校教

育の正常な運営を妨げることにならないか，と

いった高校側への配慮が窺える意見のほか，③

共通第１次学力試験の理念に反するというのも

みられた。一方，少数ではあるがァ・ラ・カル

トを支持する意見もみられたが，それは現行の

単一Ｉｌｌ題方式による共通第１次学力試験はiiIii-

性が強いので，ア・ラ・カルトププ式により各大

学・学部の特性に応じた自主的な選抜試験がで

きるようにすべきであるというものである。

(3)については，受験機会を複数化することへ

の配慮を望む意見もあったので，これについて

は例えば定員留保による試験の複数化というこ

とや，第２次試験の試験期日について一定の幅

の中で各大学・学部が自主選択するといった方

法などによる受験機会の拡大ということについ

１１２
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以｣このように述べられたのち，おおむね次の

ような意見交換が行われた。

○各大学・学部からの意見の中に，共通第１

次学力試験の目的・理念について再検討すべ

きとの意見もみられるが，共通第１次学力試

験の教科・科Ｈ数について議論するについて

も，共通第１次学力試験の目的が現行の「高

校教育における一般的基礎的学習の達成度を

測る」となっているのを，新たに「大学教育

を受けるために必要な雑礎学力をみる」とい

う観点に立つとするとどうすべきか，という

ことでなければならないのではなかろうか。

その上で例えば，１１１題｣1問題点があるといわ

れている「現代社会」および「理科Ｉ」の取

扱いについても検討すべきではなかろうか。

○共通第１次学力試験が「大学で教育sを受け

るに必要な基礎学力をみる」ことを目的とす

ることにあるとしても，個々の大学からすれ

ばこれは「質の高い学生を選抜するための童

中
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要な資料」ともなっていて，現実には両者は

絡みあっている。仮に専ら選抜のためのそれ

というのであれば，もっと別の試験の方法と

いうことも考えられようが，「大学教育に必

要な基礎学力の有無をみる」ことにウエート

をおくというのであれば，５教科５科目であ

るにしる５教科７科目であるにしろ，統一試

験ということが強く出されてしかるべきであ

り，ここのところのコンセンサスをどうやっ

て求めるかがこれからの問題と思われる。

○共通入試における成績の評価については,

相当数の大学・学部で現在，共通第１次学力

試験と第２次試験間に軽重をつけたり,ある

いは教科間で配点を変えるなど，それぞれの

特性に応じた方法が講じられているが，今回

の調査で，共通入試における成績評価に関し

「共通第１次学力試験を重視し，かつそれは

総得点によることが原則」とした当初のガイ

ドラインについて再検討を望むという意見も

みられるので，このことについて一度検討し

ては如何であろうか。

○共通入試制度の発足当時，確かにこれの定

着を図!)たいという考えから，共通第１次学

力試験を重視したいとする姿勢があったが，

この制度の本来の趣旨をより一層高めるため

に，共通第１次学力試験の成績の利用につい

て，各学部・学科の特性に応じて教科ごとに

配点に軽重をつけることも可能であるとし

て，この旨記した文書が第２常置委員長名で

二度にわたって各大学宛通知されている（昭

和53年６月「二段階選抜における共通第１次

学力試験の成績の利用について」若槻委員長

名，５６年６月「共通第１次学力試験の成績の

利用について」斎藤委員長名)。

○「現代社会」と「理科Ｉ」を試験科目から

外した方がよいという意見がかなりあったよ

うであるが，これについて高等学校側では必

修科目ということとの絡みでどのように考え

られているのであろうか。

○国公立大学関係者および高等学校関係者等

で構成される大学入試研究会が大学入試セン

ターに設置されているが，これに参加されて

いるある高校長の意見では，「現代社会」と

いう科目は多分に哲学，思想にかかわる内容

が含まれていて共通第１次学力試験にはなじ

みにくいので，試験科目としない方がよいの

ではないか，またその方が各学校ごとに伸び

伸びした教育ができてこの科目の学習の狙い

が生かされることになるのではないか，とい

うことであった。

○高等学校において「現代社会」という科目

は，必修科目となっているので止むなく実施

しているというのが実情ではなかろうか。し

かし，一旦必修科Ｈということで試験科目と

したものを軽々外してしまうというのは問題

であり，これについては改めて新高等学校学

習指導要領について根木から見直したうえ

で，これの取扱いを検討するということでな

ければならないであろう。

○新高等学校学習指導要領に基づき実施され

る共通第１次学力試験については昭和60年度

が初年度であり，必修科目である「現代社

会」および「理科Ｉ」をその出題科目から外

すことがよいかどうかということについては

今少し実施の経過をみてみる必要があろう。

○今回の調査が，本格的アンケートを前にし

た予備的意味のものであるとしても，たとえ

ば各学部ごとの意見の傾向といったことなど

が計量的に表せられないものであろうか。

○今回は入試改善について大学全般としての

１１３
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て，第２次試験の会期を３回に分けて，全大

学はローテーションによって３つのグループ

に分かれて会期別に試験を実施する一方，受

験生はこのうち任意の２回の会期を受験でき

るようにする，という方法も考えられない

か。

○その受験機会の複数化ということについて

であるが，旧二期制度と異なる選抜方法によ

る２回入試制ということも考えられよう。そ

れは，第２次試験について受験生はＩ期校，

Ⅱ期校のいずれも受験できるが，両方に合格

した場合にはＩ期校の方の合格を取り消すこ

とにする，というものである。

○ローテーションによる２回の受験方式であ

るにせよＩ期校．Ⅱ期校の組合せ受験方式で

あるにせよ，やはり問題は入学辞退者が多く

なる虞れが強いということであろう。

○今回の試験教科・科目数についての大学の

反応は，案に相違して５教科７科目を支持す

る意見が根強いという印象をもった。

○了解事項については，共通１次試験の存続

を前提としているために，意見も大方その上

に立って書かれているのであって，この答え

をもって共通第１次学力試験そのものは大学

から支持されているということにはなちない

であろう。

(~）リヒ通第１次学力試験は廃｣こすべきである，

という意見1Ｊ各大学の中にかなり根強いよう

に思われる。

○共通１次試験は止めた方がよいというので

あれば，それに代る案を提起するのでなけれ

ば，現実的とはいえない。

○「共通第１次学力試験の目的・理念を再検

討すぺき」という意見については，共通入試

制度の根本にかかわる重要な点であり，この

意見の趨勢をみることにあるので，あまり細

部にわたる報告は必要ないのではなかろう

か。

○今回の調査結果を踏まえて更に，今後各大

学・学部宛実施を予定するアンケートについ

ては，総会に諮って了承を得たうえ速やかに

小委員会を開催してこれのたたき台となる案

を作りたいと考えるので，アンケート項目等

についてご意見をいただきたい。

○今回の調査の結果，共通第１次学力試験の

試験教科・科目についての意見は，５教科７

科目と５教科５科目，それに５教科６科目と

いうように大きく分かれており，これが今後

一つの案に絞られることは難しそうに思われ

る。これから考えると，共通第１次学力試験

については，今後これの利用の仕方を自由化

する方向にすすんでゆくことになるのではな

かろうか。

○共通第１次学力試験の成績の利用の自由化

がすすんで，その結果国立大学が全体として

多様化されるとすれば結構なことであるが，

自由化といってもミニマムは押えておかなけ

ればならないであろう。

○共通第１次学力試験について，その多様性

と画一性のバランスということから考える

と，試験科目については現行同様５教科７科

目とすることとして，これの利用の仕方につ

いて各大学・学部でもっと自由に，たとえ

ば，何科目まで認めるかは別として，いわゆ

る傾斜配点で百点満点の10点くらいまで採点

評価を縮減するということで，試験科目の実

質的削減も図れるようにする，というような

ことも一つの妥協案としてあり得るのではな

かろうか。

○受験機会の複数化についての一つの案とし
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意見が少なからずあったので，今後実施する

アンケートにおいては,このことも設問に加

える必要があるのではなかろうか。

○今総会において「了解事項」についての各

大学からの意見の概要を報告するほか，入試

改善について本委員会の今後の検討スケジュ

ールの見直しについても触れる必要があろ

う。

○それについては，総会でどのような意見と

なるか分からないが，総会で本委員会の報告

が了承されたとすれば，来年春の総会で入試

改善について中間的報告書を取りまとめると

して，そこから日程を逆算してゆくと，総会

終了後11月末頃に一度小委員会を開いてアン

ケートの原案をつくり，１２月に本委員会を開

催してそれを基にアンケート案を取りまとめ

たうえ，来年２月一杯回収を目処に各大学・

学部宛発送，というようなスケジュールが考

えられる。

○共通第１次学力試験の目的について「高校

教育における一般的基礎的学習の達成度を測

る」としている現行のままでよいということ

であるなら，それはそれで，いわゆる職業科

高校ltl身者の大学入学への途ということなど

も考える必要がある。しかし共通第１次学力

試験が「大学教育に必要な基礎学力をみる」

ためのもの，ということでなければならない

ということであるなら，このことを社会に向

ってはっきりいわなければならないであろ

う。

○現行の共通第１次学力試験には資格試験的

要素と選抜試験的要素の二つの性格を有して

いるという基本的な矛盾があると思う。この

共通第１次学力試験の性格ということについ

て，もっと議論されるべきではなかろうか。

○「高校教育における一般的基礎的学習の達

成度」ということと「大学教育に必要な基礎

学力」ということとは，似ているようであっ

ても，一方は，高等学校側に立った見方であ

り，もう一方は大学側から見た見方という違

いがあろう。

○共通第１次学力試験の目的を変える必要が

あるとしたら，当然共通第１次学力試験と第

２次試験の関係は如何なるものかということ

が問題になる。これは単に方法論の違いに終

るものではないはずである。

○受験生の種々の能力について,マークシー

ト方式による共通第１次学力試験では何が測

り難いかその測りにくい面をカバーしようと

いうのが第２次試験ということなのではなか

ろうか。

○共通入試制度が導入された背景の一つとし

て，当時大学入学者選抜に高校の調査書を重

視すべきであるとする動向があった｡調査書

は受験生の高校における基礎学力を判定する

一つの資料ではあるが，実際には高校間の格

篭の存在によってこれの十分な利用が困難で

あったため，この調査書の趣意を生かす意味

をも含めて共通入試制度が生れたという経緯

がある。この結果，共通第１次学力試験の目

的について「高校教育における一般的基礎的

学習の達成度を測る」という表記となった#〕

のである。しかし，昭和57年度より，ゆとり

ある教育と生徒の個性の伸長を図ることを狙

いとして高等学校学習指導要領が改訂され，

履修単位数も減った．これに伴って60年度以

降の共通第１次学力試験では，必修科目に加

えて選択科目も出題の対象ということにな

り，当時と情況が変化してきていることでも

あるので，これに応じて共通第１次学力試験

１１５
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本日は，共通第１次学力試験に関する各大学

からの意見の取りまとめについて及び今後実施

を予定するアンケートについて各委員より意見

を頂戴した。明後日開催される総会に報告する

共通第１次学力試験に関する各大学からの意見

については，冒頭申しあげた線に沿って説明す

ることにしたい｡それから,入試改善についての

アンケートについては，本年末を目処に実施し

たい旨お諮りし，これの了承を得たうえ総会終

了後，小委員会を開催してアンケートの原案を

つくり，これをもとに本委員会を開催してアン

ケート案を取りまとめることといたしたい。

の目的，性格ということが変ってくることも

ありうると思われる。

○今度実施するアンケートの設問項目につい

ては，先の３点の了解事項を主に考えるので

あろうか。

○そのアンケートの項目としては，共通１次

試験の実施方法，出題解答方式，受験機会の

複数化ということや，これに関連して幾つか

の設問を加えるということが考えられる。

○共通第１次学力試験の基本理念ということ

も設問に加えては如何であろう。

○アンケートの回答については学部単位に求

めるのがよいと思われる。

○アンケートの回答のフォームに関してであ

るが，受験機会の複数化の問題などについて

は，各大学・学部の考え方を知るために選択

肢よりも記述式にした方がよいと思われる。

」

Ｚ

'自燕､ｈと

占一

最後に，′}､坂入試センター所長より，昭和６０

年度共通第１次学力試験の出願状況について

（59.1113現在)，配付資料をもとに説明があ

った。

以上をもって本日の会議を終了した。

次|ﾛ｜小委員会12月１日(士）１０：00～１３：00

次々回小委員会12月17日（月）９：００～10800

次回木委員会12月17日（月）１０：００～1坪00

おおむね以上のような意見交換があったの

ち，委員長より次のように述べられ，了承され

た。

昭和59年12月17日（月）１０：00～１２：ＯＯ

国立大学協会会議室

松田委員長

藤井，’１１田，編、，小野，井１１１，小林，丸井，

谷口，永田，松井，池田，添田，田中各委員

(大学入試センター)肥田野Fill所長，木村管理部長

DJ

日時

場所

lll席者

驍顯１

(第131可）入試改善特別委員会

松|H委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長よ，，開会の挨拶と，入試セン

ターからオブザーバーとして出席された肥田野

副所長および木村管理部長の紹介があり，つい

で前回の議事要録を朗読確認したのち，議事に

入った。

〔議事〕 型

◎入試改善に関するアンケート案について

初めに委員長より次のように述べられた。

過般開催された総会において全国立大学宛入試

改善に関するアンケートを実施することが了承

されたので，その後12月１日（士)，同15日

JＪ６
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（土)，それに本日本委員会に先立って小委員会

を開催して，このアンケート案の取りまとめを

行った結果，お手許配付のとおり，小委員会案

がまとめられた。

本日はこれについてご審議をいただいたうえ

成案を得たいと考えるので，よろしくお願いし

たい。

ついで丸井小委員会委員長よ，，アンケート

案の取りまとめについておおむね次のような説

明があった。

大学入学者選抜方法の改諜に閏するアンケー

ト案の作成について，去る秋の総会に報告した

「入試改善に関する了解事項についての各大学

・学部の意見」等を踏まえ，小委員会において

この取りまとめ作業をすすめた結果，これにつ

いては次のような項目としてはどうかというこ

とになった。

Ｉ共通第１次学力試験の実施lEl的・理念に

ついて

Ⅱ共通第１次学力試験の結果の利用の仕方

について

Ⅲ国立大学入学者選抜の改善について

Ⅲ－１共通第１次学力試験の教科・科目

について

Ⅲ－２受験の機会の複数化について

Ⅳその他（共通第１次学力試験の廃止につ

いて）

また，アンケートの回答形式については，m

の１の「共通第１次学力試験の教科・科目」に

ついては，問題が具体的で数値化が可能である

と思われるので選択肢で，mの２の「受験の機

会の複数化」については，二案を示してそれぞ

れについて意見を伺い，それ以外の設問につい

ては自由記述によることとしたい。

それから，このアンケートについて各大学・

学部が検討する際の参考に供すべ<，本協会等

における大学入学者選抜方法の改善検討につい

ての経緯，問題点等の要点を整理した資料をこ

れに付してはどうかということになった。

なお，過般開催の総会に報告した「第74回総

会（昭和59年６月）における入試改善に関する

了解事項についての各大学・学部の意見の概

要」についても検討資料の一つとして合わせて

送っては如何かと考えている。

おおむね以｣このような説明についで，参考資

料「国立大学の入学者選抜について」について

小林委員より，アンケートの各設問事項につい

て丸」|:，松井各委員より，それぞれ配付資料を

基に説明があったのち，これについて審議が行

われた。

その結果，アンケート案および参考資料の双

方についてそれぞれ修正意見が出され，これに

基づいて修正を施すこととなったが，その取り

まとめは委員長と小委員会に一任することとし

た。

また，アンケートの日程については，来年２

月末日を回答締切日として年内にアンケートを

各大学宛発送することとした。そして，３月中

旬頃までに回答を集計整理したうえ取敢ず当面

（昭和62年度から）実現可能と思われる問題に

ついて入試改善案を取りまとめ，これを臨時理

事会を開いて諮って了承が得られれば，６月総

会に提出するという段取りとすることとした。

以上をもって本日の会議を終了した。

次回小委員会12月25日（火）１０：００～１５：00

次回本委員会３月18日（月）１０：００～１３：0０
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昭和59年12月27日（木）10：00～１５：ＯＯ

国立大学協会会議室

平野会長

松田委員奨

藤井，山Ｈ１，福田，′I､野，井出，′｣､林，飯脇，

丸井，梓1二I，永田，松井,池田,添田，１１１['１各委員

（大学入試センター）小坂所長

１１時

場所

出席者

(第141111）入試改善特別委員会

いて説明があった。松田委員長主宰のもとに開会。

委員長より開会の挨拶があったのち，直ちに

議事に入った。 以上の説明についで種々意見交換が行われた

が，その主な意見は次のようである。

○名大学における共通第１次学力試験の利用

の仕方というのは，実態としては漸次“自由

化,'の方向にすすんでいるように思われる。

それで駅本委員会で入試改善について検討を

すすめるについては，共通第１次学力試験の

出題教科・科目や受験機会の複数化等の当面

する課題の検討とともに，これと並行して共

通第１次学力試験の目的・理念は如何にある

べきかという基本論についての論議も十分深

めて，その基本的考えに立って改善策を検討

してほしい。

○共通入試制度の改善ということについては

今日，国立大学だけの問題にとどまらず社会

的問題となってきているので，その責任を国

大協は負っているという認識をもって本委員

会はこれに取り組む必要があろう。そのよう

な観点に立って，「参考資料」については，

各大学が共通入試に関する問題点について理

解しやすいような形に整理して，例えば，

“負担過重，,とか“輪切り”といったことに

ついて，それぞれどのように問題とされてい

て，それに対して本委員会としてどう考えて

いるのか，といったかたちに項目を構成し

て，全休を簡潔にまとめるのがよいのではな

,f燕91$

〔議事〕

◎入試改善に関するアンケート案について

初めに委員長より次のように述べられた。

前回の委員会（12.17）において「国立大学入

学者選抜方法の改善に関するアンケート調査」

およびこれに付する参考資料（｢国立大学の入

学者選抜について｣）について，これの原案を

もとに審議を行った結果，双方それぞれ修正意

見が出され，これに基づいて修正を施すことと

なったが，その取りまとめは委員長と小委員会

に一任ということになった。しかし当日は時間

の関係もあって十分に論議が尽くせなかったと

いうこともあって，その後数人の委員より，も

う一度委員会を開いてアンケート案および参考

資料の中身について検討し直す必要があるので

はなかろうか，という問題提起があった。また

会長からもこれに関するご意見を頂戴した。

それで，去る25日に開催した小委員会におい

て，過日の修正意見に基づいて検討を行い修正

案を取りまとめたので，これについて本日改め

てご審議をお願いしたい。

ついで丸井′I､委員会委員長より，小委員会に

おいて取りまとめられた「アンケート案」およ

び「参考資料」について，その主な修正点１こつ

〃８
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カコろうか。

○共通第１次学力試験の実施目的・理念につ

いて本委員会で何度か議論を行ったことがあ

るが，参考資料の中にその時出ていた意見の

記述が見られない。これは重要な点であるの

で，ぜひ触れておいてほしい。

○共通第１次学力試験は大学が利用するもの

であって大学を拘束するものではないという

発想の転換をしたうえで，その基本的考えに

基づいて技術的問題の改善を検討すべきであ

ろう。

○それに関連して，アンケート項目の一つと

して，「各大学の事情に応じて共通１次試験

を課するかどうかを決めることができるよう

に制度を改める」という設問を加えてはどう

か。

○共通第１次学力試験の試験教科・科'三|につ

いてのアンケートの設問については，選択肢

形式によるのでなく，本委員会として一本に

絞った案を提示して，これについて各大学・

学部の意見を求めるということでないと，国

大Iimの意見として容易にまとまらないのでは

ないかという危`倶がある。それで，これにつ

いて前回実施したアンケートの予備調査の結

果を踏まえて考えてみた私案を用意してきた

ので，これについてご検討いただきたい。

○大学入試に対する社会的関心が高まってい

る中で，国立大学が入試改善についてどのよ

うに考えているのかが世間によく理解されて

いないという現状は問題であり，国大協はこ

のような状況の解消に努める必要があろう。

たとえば，共通第１次学力試験が目的として

いるのは「高等学校における一般的かつ基礎

的な学習の達成度の評価」ということにある

とされているが，その学習達成度というのは

同一年齢層のどの部分を基準としているの

か，現行の出題・解答教科・科目を何故５教

科７科目としているのか，また共通入試によ

って受験機会が１回に減ったことに対しどう

考えてゆくのか，等々共通第１次学力試験の

位置づけということを明らかにする必要があ

ろう。

それから，本委員会の審議のすすめ方とし

ては，共通第１次学力試験の基本問題と当面

する問題とに分けて今後検討をすすめてゆく

ことになろうが，当面する問題であっても基

本問題と密接に関係する面があるので，アン

ケートでは両方の問題を含めて尋ねておい

て，基本問題の方についてはその回答を参考

にしてオリエンテーションすることにしては

如何であろうか。

○本委員会で入試改善について審議をすすめ

るについては，臨時教育審議会における審議

との対応ということも考えてゆく必要がある

と思われるので，この問題を担当する同審議

会第４部会の部会長をされている飯島委員よ

り，同部会における今後の審議の見通し等に

ついてお伺いしたい。

○臨時教育審議会第４部会では，高等教育の

問題を所管しており，入試の問題，国際化の

問題，科学技術の問題等を検討することにな

ると思われる。とりわけ共通第１次学力試験

を中心にして入試のあり方ということが社会

の関心を窓いている折でもあり，これが急を

要する問題と思われるが，この入試問題の改

善ということについては，高校と大学の接続

をどう繋ぐかという観点から検討してゆく考

えである。

本部会における今後の審議のプログラムに

ついては，明日開催される部会で決まる予定

」｣，

朝

ｑ

ｒ

少解駄

~､

￣ら

。

、

/螺,､、

?】

｡、

の



を高めて受験のチャンスをふやす必要はない

のかどうか，ということも問題であろう。以

上のような点の検討ということが第４部会の

当面考えられる方向ではないかと思料してい

る。

ゲ

であるが，目下おおよそ次のようにしたいと

考えている。来年１月中は週１回のペース

で，２月，３月は週２回のペースに上げて会

議を開催し，この間入試に関して造詣の深い

専門家，学識経験者，さらにマスコミ関係，

リクルート方面からも意見を聴取し，そのう

えで国大協，大学基準協会，私立大学関係団

体，高等学校長協会等からの意見を伺いたい

と考えている。このようにヒアリング，勉強

会をもちながら，できれば３月末頃に集中審

議を行ったうえ入試改善についての基本方針

案を固めたい考えである。

第４部会で入試改善について検討するにあ

たっては，国立大学の視野を越えた問題を扱

うということも考えられるが，各大学の自主

的な入学者選抜のための機能をプロモートす

るにはどうすればよいかということに視点を

おいて検討をすすめてゆくぺきではないかと

考えている。そして，その具体的検討事項と

しては，たとえば現行共通入試制度の下で国

立大学への受験機会が１回に限られているこ

とに対し一般的に不満が強いといわれている

が，これについて共通第１次学力試験は無く

した方がよいとするのか，それとも欧米諸国

と同様に高校教育の多様化に対応して大学入

学者の学力についてあるスタンダード・チェ

ックをする必要があるというのかどうか，そ

してスタンダード・チェックが必要であると

いうことであるなら，共通第１次学力試験に

ついて国立大学の入学試験の一部として維持

するのか，それともこれを私立大学を含めて

各大学が自由に利用できるようなシステムに

変えてゆくことがよいのか，ということが問

題となろう。それから，共通第１次学力試験

の利用ということについて，各大学の自由度

１２０

以上で午前中の協議を終り，小憩ののち会議

を再開し，初めに委員長より次のように述べら

れた。

アンケート案および参考資料の取りまとめ方

について午前'１:I種々ご意見を伺ったが，午前１１’

いただいたご意見で，共通第１次学力試験の目

的・理念等共通入試の基本問題に関して詰めを

行う必要があると思われる。それで，アンケー

トの日程について当初，年内に発送し来年２月

末に回答締切りの予定を考えていたが，これを

ずらして発送を来年２月末，回答締切りを４月

末ということにし，その間に小委員会において

基本問題の検討を含めアンケート案の取りまと

めを行うこととしては如何かと考える。ついて

は，小野委員と添'１１委員のお二人に今回小委員

会に加わっていただきたいと考えるので，よろ

しくご了承いただきたい。

ついで配付のアンケート案「国立大学入学者

選抜方法改善に関するアンケート調査」につい

ての審議に入り，丸井小委員長および松井委員

より「共通第１次学力試験の出題・解答の教科

・科目について」および「受験機会の複数化に

ついて」の質問項目について配付資料をもとに

説明があったのち，これについて意見交換が行

われた。

その結果，当面の具体的問題である「共通第

１次学力試験の出題・解答の教科・科目」の設

問については，委員会として一本に絞った案を

提示して賛否を問うこととし，また「受験機会

'51i葱か
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の複数化」の設問については，二つの案を一つ

に括ってそれに対する意見を問うこととした。

そして，以上の結論を踏まえて今後小委員会に

おいてアンケート案およびこれに添付する参考

資料の取りまとめを行い，それを次回の本委員

会で検討したうえ２月下旬開催予定の理事会に

諮って了承を得たのち，各大学宛これを送付す

ることとした。

以上をもって本日の議事を終了した。

次回拡大小委員会１月12日（士）l0r00～

次回本委員会１月19日（土）１０：00～

弓

日時

場所

出席者

昭和59年11月10日(土）１０：３０～１２：００

文部省３Ａ会議室

（文部省側）佐野1F務次官，宮地高等教育局長，

大崎学術国際局長,１W'職官房長，石井官房審議官，

植木官房審議官，佐藤文教施設部長，坂〕iy官房会

計課長，横瀬官房人事課長，佐藤大`篭課便，佐藤

医学教育課長，篠塚文教施設部計画課長

（国大脇側）平野か松田，有江,諸星,飯勵各委員

宮野，前田，築坂，石塚各専門委員

ヨ

ジノ騒騒RＥ

特別会計制度協議会

３

平野議長主宰のもとに開会。

初めに議長から次のように挨拶があった。

本日は文部省から「昭和60年度の概算要求事

項」について協議会開催の申し越しがあったの

で，お集まりいただいた。

なお，このたびの文部省の機構改革に伴い，

本協議会の文部椅側構成員について提案が出さ

れているので，これについてご説明願いたい。

これについて宮地高等教育局長より，文部省

側構成委員の異動について次のように説明があ

った。、

今回の機構改革によって，従来の大学局が私

学部を含めた高等教育局と改められた。また，

従前の管理局が新組織に改編され廃止となっ

た。この管理局の廃止に伴い，従来本協議会の

構成メンバーであった管理局長に代って新設の

官房文教施設部の佐藤部長をメンバーに加える

ことにいたしたいのでご了承いただきたい。

それから，従来は専門委員として高等教育計

画課長，大学課長，研究機関課長，会計課副長

等が委嘱されていたが，今後はそのような専門

委員は置かずに，関係局の担当審議官，官房人

事課長，関係課長がその時々の話題に応じて随

時出席するというかたちに改めたいので，よろ

しくご了承願いたい。

以上の説明ののち，今回の人事異動による関

係者の紹介があった。

ついで議長より，人事異動による国大脇側専

門委員の交代について説明があり，了承を求め

られた。

以上の委員の交代等の提案をそれぞれ承認し

たのち，佐野事務次官より次のように挨拶があ

り，協議に入った。

本日は，昭和60年度概算要求事項についてご

説明申し上げるのでよろしくご協議をお願いし

たい。

沙
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己０
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〔脇議〕

◎昭和60年度概算要求事項について

初めに宮地高等教育局長より定員問題につい

１２１
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補充問題の現状について説明があった。

以上の説明があったのち，これに関して主と

して次の事項について質疑応答および意見交換

が行われた。

○一般会計よりの特別会計への受入れについ

て

○定年制施行による退職者の後補充について

○人事院勧告について

○国立大学教官等の待遇改善について

○臨時増募に対する教官増員について

○奨学寄附金等の外部研究資金に係る事務処

理要員について

○授業料問題について

○外国人学生の日本語教育について

おおむね以上のような事項について協議が行

われ，本日の議事を終了した。

て概略説明があったのち，配付資料「昭和60年

度概算要求の概要」（高等教育局）および「昭

和60年度国立大学入学定員増力Ⅱ予定表」を基に

その要点について説明があり，ついで大崎学術

国際局健より配付資料「昭和60年度概算要求重

点事項」（学術国際局）および附属資料を基に，

その要点について説明があった。

次に国立文教施設整備に関して，佐藤文教施

設部長より配付資料「昭和60年度概算要求」

（文教施設部）を基にその概要について説明が

あった。

ついで坂元会計課長より配付資料「昭和60年

度概算要求額等総表」「昭和60年度特別会計要

求額総表」を基に，来年度概算要求の概要とそ

の概括見通しについて説明があり，次に横瀬人

事課長より定年制の施行に伴う定年退職者の不

'9,,19ｂろ．
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第75回総会国立大学協会事業報告
.」

(注）第74回総会より今総会前まで

1．諸会合（57回）

(1)第74回総会

５９．６．１９（火）

６．２０（水）

弘

第１日

第２日
､

１２）事務連絡会議

５９．６．２１（木）

６．２２（金）

-Ｊノ４mm顕へ

幹事会

第４１回事務連絡会議台

(3)理事会

５９．１０．１８（水）

(4)常置委員会（22回）

’）第１常置委員会（大学の組織・制度，研究・教育体制）

（主要審議事項）第２臨調における「国立大学の学部等の再編整理」の指摘を契機として，

国大協の自主的立場から「国立大学のあり方」について検討することになり，昨年１月，第１

常置委員会の下に「大学のあり方の検討小委員会」が設置され（４月よりメンバーを拡充)，そ

の後今日まで20回（今期は４回）の審議が重ねられ，主として大学における教育と研究のあり

方の問題を中心として，①各学部の特色，②教養課程のあり方，③大学院のあり方，④大学評

価の問題等の諸問題について具体的検討を行い，来年６月を目途に報告の取りまとめを進めて

いる（この間，教養課程の問題について「教養課程に関する特別委員会」との合同会議を開催

した)。

以上の小委員会での検討状況に対応して親委員会を適宜開催し，小委員会の審議経過を聴取

してその内容について討議するとともに，今後の進め方について協議を行った。

また，第６常置委員会からの要請に基づき，「国立大学の授業料のあり方」について検討を

行い，その基本的見解を取りまとめて同委員会に回答した。

（委員会開催状況）

５９．６．２０（水）常置委員会

７．２７（金）大学のあり方の検討小委員会

８．２０（月）大学のあり方の検討小委員会

９．１１（火）教養課程に関する特別委員会小委員会と検討小委員会との合同会議

１２３
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常置委員会

大学のあり方の検討小委員会

大学のあり方の検討小委員会

常置委員会
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金
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2）第２常置委員会（学科課程，入学試験等）

（主要審議事項）昨年１月より，共通入試の実施上の改善方策について審議を始め，「共通

1次試験の実施期日の繰り下げ」「自己採点方式の見直し」「試験科目数の削減」「推薦入学の

枠の拡大」「第２次募集の拡大」「第２次試験の受験機会の複数化」等の問題を取り上げて検討

を進めてきたが，昨年６月に入試改善特別委員会（大学入試のあり方について抜本的検討を行

うために設置）が設置されたため，そこでの審議の進行に対応しつつ検討を進めることとし

た。

ただ，この'１１の「共通１次試験の突施期|]の繰り下げ」の問題は，当IIliの急を要する'111週で

あるため本委員会で処理することとし，昭和60年度の決定に引続き61年度の方針について審議

を行い，その原案を取りまとめた。

また，昨年６月，各大学に意見照会した「医|立大学入学者選抜に係る資料の交流及び公開に

関するガイドライン（案)」について，各大学の意見ならびに理調:会の意見を基に成案のまと

めを行っている。

（委員会開催状況）

５９．６．２０（水）常置委員会

１０．１８（木）常置委員会

`冨寵h、

」｡
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3）第３常置委員会（学生の厚生補導）

（主要審議事項）近来問題化してきた“大学生の無気力化'，への対応として「学生の生活指

導・相談」の問題を取り上げて検討を進めてきたが，その論議の過程で，この問題を「学生の

健康管理」の視点から検討していく方針となった。そして，この問題に対処していくためには

保健管理センターの組織・機能との関わりが深いことから，これの大学内における位置づけや

これの運営のあり方，組織・施設の充実等の問題を重点に検討を進めていくことになった。

一方，大学卒業予定者のための就職事務の開始時期等の問題（いわゆる「就職協定」の問

題）に関し，この協定の維持・遵守の徹底を図るため，就職問題懇談会（国公私立大学・高専

１１団体で構成）と連携を取りつつ検討を行った。

（委員会開催状況）

５９．６．２０（水）常置委員会

９．２０（木）常置委員会

鋲藏9１
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4）第４常置委員会（教職員の待遇改善）

（主要審議事項）本委員会は，当面の検討課題として「国立大学教官の待遇改善」「助手の

処遇改善」「研究技術専門官制度の新設一技術系職員の待遇改善」「国立大学事務職員の待遇

改善」「国立大学教官の研究専念休暇制度の新設」等の諸問題を取り上げて検討を続けており，

本年６月には「国立大学教官等の待遇改善に関する要望書」及び「人事院勧告の取扱いに関す

る要望書」を総会に提案のうえ関係方面にこれを提出した。なお，人事院勧告の問題について

は,その後の情勢に鑑み，再度関係方面に要望することにした（10月23日提出)。

そのほか，国立大学教官とくに助手の処遇改善について検討し，その対応策の詰めを行うと

ともに，技術系職員の待遇改善を図るための「研究技術専門官制度の新設」の促進について文

部省側と協議を重ねた。

また，従来からの懸案であった「国立大学教官の研究専念体暇制度の新設」の促進を図るべ

〈，これに対する各大学の意見を徴する洲査を計画している。

（委員会開催状況）

５９．６．２０（水）常置委員会

７．３１（火）給与問題小委員会

９．２８（金）給与問題小委員会

１０．１２（金）常置委員会

１１．１（木）給与問題小委員会

西
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5）第５常置委員会（大学間の協力）

（主要審議事項）国際交流の活発化に伴い，国内外大学間の交流促進を担当する本委員会の

関係する事項も多岐となってきたが，当面の重要課題として，先に「２１世紀への留学生政策懇

談会」（総理大臣の私的諮問機関）が提言した“留学生受入れ規模の拡大”に関わる問題を取

り上げることとし，このため新たに「留学生問題検討小委員会」を設置し（58年10月)，まず

留学生に関する既存資料の分析検討から着手し，問題点の整理を進めている。

また，例年実施している外国学長の招致事業について，本年度はイギリスから５名の学長等

を12月中旬に招待する計画で，目下その具体的準備を進めている。

なお，これとは別に，アメリカ州立大学協会からI]米の学長交換交流について申し入れがあ

ったので，これの取扱いについて検討している。

そのほか，文部省より，先頃まとめられた「２１世紀への留学生政策」（59年７月，学術国|簾

局留学生課）の概要について説明をきくとともに，昭和60年度国際交流関係予算概算要求の内

容について説明をきき，協議を行った。

（委員会開催状況)

５９．６．２０（水）常置委員会

９．２８（金）常置委員会

１２５
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1１．５（月）常置委員会

６）第６常置委員会（大学財政，学費問題）

（主要審議事項）本委員会は，昨年６月の委員会改組（大学財政問題・学費問題を専ら担

当）に当たり，当面の検討課題として「特別会計制度のあり方」「国立大学授業料の問題」「文

科系学部の研究費の増額」「若手研究者の活性化」「定員削減の対応」等の諸問題を取り上げる

こととしたが，差しあたって，値上げが続いている国立大学の授業料の問題に取り組むことと

Ｖし，本年１月18日にこれに関する要望書を関係方面に提出するとともに，引続き国立大学授業
料のあり方についての基本的見解の取りまとめを行うこととし，来年春頃を目途にその作業を

進めることとした。

一方，臨時行政調査会の最終答申に基づく政府の行政改革措置のうち，「技能･労務職員等

の採用抑制措置」に対してこれらの緩和を求める要望書を提出（３月13日）するとともに，

「定年制度の施行による退職者の不補充措置」に関して格別の配慮を求める要請を再三に豆D

行った（５月10E|及び10月23日に関係機関に陳情，６月26日には要望書を提出)。

また，「特別会計制度のあり方」の問題に関し，その後の推移に鑑み，本制度発足当時の経

緯に潮って吟味し，この制度の活用の方途について検討することにしている。

そのほか，昭和60年度概算要求事項について文部省より説明をきき，意見交換を行った。

（委員会開催状況）

５９．６．２０（水）常置委員会

１０．１１（木）常置委員会

盆
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(5)特別委員会（23回）

１）図齋館特別委員会

（主要審議事項）学術審議会の「今後における学術情報システムの在り方について」の答ＥＩ１

（55.1）を受けて「学術情報センター」の設置が進行中であるが，同センターの実働化に伴う

大学図書館のあり方についての総合的なビジョンを確立する作業を進めている。

（番員会開催状況）

５９．１１．１４（水）特別委員会

`錘爾、

づげ

．、

2）医学教育に関する特別委員会

（主要審議事項）第２臨調の第２部会の指摘事項の中の「国立大学の学部等の再編整理」の

問題に関連し，いわゆる“医師過剰”の問題をも含めて国立大学医学部の定員および医学教育

のあり方について検討を続け，医学教育の改善策についての意見の取りまとめを進めている。

（委員会開催状況）

５９．７．２９（日）小委員会
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3）教養課程に関する特別委員会

（主要審議事項）本年１月，関係大学（本特別委員会委員が所属する13大学）に依頼して実

施した当該大学卒業者（昭和38年３月卒及び53年３月卒の２グループを選び，各学部５名宛総

数660名）に対するアンケート調査の結果を取りまとめるとともに，この結果をも参考にして

教養課程教育の問題点について更に検討を行い，教養課程のあり方について一定の方向づけを

行うべく作業を進めている。

一方，“大学のあり方”について検討を進めている第１常置委員会の「大学のあり方の検討

小委員会」においても教養課程の問題が検討課題として取り上げられていることから，両者の

相互理解を図るため合同会議を開催し意見交換を行った。

（委員会開催状況）

５９．８．２７（月）小委員会

９．１１（火）「大学のあり方の検討小委員会」との合同会議

｡）

゛」

■

記
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４）教員養成制度特別委員会

（主要審議事項）昭和56年４月以降検討を続けてきた教員免許制度･資格制度を中心とした

「大学における教員養成一教員養成制度充実のための課題」の報告書が本年６月の総会で了

承され，その作業が－－段落したので，今後の検討課題について協議し，次の２つの問題を取り

上げることとした。

①教員資質lfill己のための大学の自主的改善（教職課程教育，教育実習等）の事例を調査し各

大学の参考に供する。

②今後の人'二'動態に応じた教員の計画養成，課程制の見直し，教員以外の他分野の開拓等の

問題をも含め，教育学部の性格に即した今後の対応策について検討する。

（委員会開催状況）

５９．９．２６（水）小委員会

９．２６（水）特別委員会

１０．２３（火）小委員会

６

空

r繩､、

」

L」

5）大学院問題特別委員会

（主要審議事項）一昨年11月に「大学院問題特別委員会」として発足以来，大学院博士課稗

の整備拡充を図るための検討を行い，農水産系連合大学院，総合大学院などの新構想を含め,

後継者養成とともに社会的需要ならびに国際的要請に弾力的かつ柔軟に対処するための具体的

構想について検討を進めている。

また，いわゆる“旧制大学院，，の独自の問題について別個に検討するため，昨年12月にﾉI､委

員会を設置し，以来10回に豆りこれの改善方策について討議し，近くその結果がまとめられる

ことになっている。

１２７

､

」

汀



(委員会開催状況）

５９．７．３１（火）

８．１４（火）

９．１１（火）

１０．１２（金）

１０．１２（金）

1１．５（月）

lＬ１４（水）

小委員会（旧設大学院）

小委員会

小委員会（旧設大学院）

特別委員会

小委員会（旧設大学院）

小委員会（旧設大学院）

特別委員会

6）入試改善特別委員会

（主要審議事項）大学入試の問題については，第２常置委員会が当面する実際的な諸問題に

ついて審議を行っているが，最近共通入試についての世間の批判が高まってきたので，これへ

の対応のため，“現行の国立大学の入試制度を根本より再検討して問題の所在を明らかにする

とともに，適切な入試のあり方について検討すること,，を目的として，昨年６月，本委員会が

設置されることになった。

この方針の下に本委員会は,第２常置委員会との連携を保ちつつ審議を進め，これまでに１２

回（そのほか小委員会を11回）会議を開催して問題の究明を行っているが，本年春の総会にお

いて，本委員会が１１下検討中の「大学入試の改善案」の取りまとめを進める上の措置として，

その主要問題について各国立大学で検討の上その見解を本委員会に寄せられることが「了解事

項」として了承されたので，その検討に資するための参考資料を作成し，これを添付して検討

方を依頼した。

この各大学の検討結果の概要が各地区毎に取りまとめられて10月下旬に提出されたので，そ

の結果を検討のうえ，今総会（11月総会）後，より具体的なアンケート調査を実施し，それを

蕊に入試改善についての意見の取りまとめを行い，来年６月総会にこれを報告する予定として

いる。

（委員会開催状況）

５９．７．５（木）小委員会

７．１４（士）小委員会

７．１８（水）特別委員会

８．１３（月）小委員会

８．２４（金）小委員会

８．２４（金）特別委員会
’

１１．１（木）小委員会

１１．１４（水）小委員会

１１．１４（水）特別委員会

'藏顯ｌ毒

弓１

葎顯､
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(6)特別会計制度協議会（１回）

（主要審議事項）文部省と国大協との間で国立大学の予算問題について協議するために設け

られた本協議会を，１１月10日に開催し，昭和60年度概算要求事項について文部省側より説明を

きき，その他当面する諸問題を含め意見交換を行った。

（協議会開催状況）

５９．１１．１０（士）協議会

可

了

(7)その他の諸会合

５９．７．１１

８．２９

９．２７

１０．１３

１０．３０

１１１４

(６回）

（水）

０k）

（木）

(士）

（火）

(水）

、

色■

沙/H1顕?、

日教組大学部との会見

就職協定遵守委員会

高校長協会との懇談（入試問題）

〃

アメリカリト|立大学協会関係者との懇談

就職問題懇談会

Ｕ

２要望書その他の諸活動（７件）

蕊対外的諸活動

５９．６．２６本年６月総会において決議された「国立大学教官等の待遇改善に関する要望書］

「人事院勧告の取扱いに関する要望書」および「定年制度導入に伴う定員管理上の措置につい

ての要望書」をそれぞれ関係方面に提出した。

５９．６．２８」二記の要望書のうち「教官等の待遇改善」および「人事院勧告」に関する要望書に

ついて，沢田副会長と天野第４常置委員会委員（東京水産大学長）の両学長が人事院を訪れ，

内海総裁および加藤人事官に面会し，霞ねて配慮方を要望した。

５９．１０．２３上記要望書のうち「人事院勧告」および「定年制度導入に伴う定員管理上の措置」

に関する要望書について，その後の情勢に鑑み再度要望を行うこととし，沢田副会長，諸星第

４常置委員会委員長，種瀬第６常置委員会委員（一橋大学長）の３学長が文部省，大蔵省，総

務庁を訪れ，それぞれ関係官に面会し，重ねて配慮ﾌﾞﾌﾞを要望した。

〃

少

/驫蕊、

’

」

鰯各国立大学への意見照会等

５９．８．３|去る６月総会の際，入試改善に関する主要問題について各国立大学で検討のうえ，

その見解を入試改善特別委員会に提出することが了承されたので，「大学入学者選抜方法の改

善検討に関する資料」を添え，委員長より各国立大学長に検討方を依頼した。

、

蕊資料・連絡強化等

５９．６．２９去る６月総会において決議された３つの要望書を６月26日に関係方面に提出したこ

１２１



とに関し，事務局長名をもって各国立大学長あて報告した。

５９．１０１９人事院勧告の問題に関し，その後の情勢に鑑み，近日中に関係方面に再度要請を行

うことになった旨，事務局長名をもって各国立大学長あて通知した。

５９．１０．２６去る６月26日に「人事院勧告の完全実施」および「定年制度導入に伴う退職者の後

補充の抑制措置の緩和」に関して関係方面に要望したが，その後の情勢に鑑み，１０月23日に重

ねて要望を行ったことに関し，会長名をもって各国立大学長あて報告した。

3．要望書の受理

前総会以後に当協会あて提出された要望書等は下記のとおりである。

型３個国垂邑皇

’穂､､、
、冊

ナ

爆智・ｏｎ金・ｲ受勇

のR戸蕊

’ＬゴーEJIzIN」

蜜蜂屑Ⅱ垂

＄

iiyi画・講

藍課程塙
副I黍

まＦ
Ｐ
‐
Ｌ

〆慰
息の譜瞳ｨFLlt

霊‘

、増雛

筑宵‘)、〔裡

4．刊行物

5９．８会報第105号

５９．１１会報第106号
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日付受

８
８

３
５

９

妬
７

釦
１

１
５
１

１

１
１
２

１
２
２

ｌ
ｌ

Ｏ
再

●
●

●
□

●
●

●
■

●

０
６
６
６

６
７

７
７
７

７
８

８
８

１

の

９５

．

提出団体等 要望事項 関係委員会

和歌111大学長

日教組大学部

全国大学院生協議会

|iFI血15大学理学部長会議

国立７大学理学部長会議

liiM:大学院大学農学関係学部長協議会

全|剰１１３リウ:大学教養（学）部長会議

〃

宮崎大学教育学部教授会

第34回国立大学工学部長会議・総会

ＩＲＩ立ﾉﾐ学一般撒育狐当部局協議会

国立腱水産|)Ⅲ係火学学部｣を協議会

第32回中国・lIul室1地区大学一般教育１，１究会会

｣と

人嚇院勧告の完全実施

国大脇総会への要望

奨学金・授業料・華準経費・ＯＤ

問題等

公'１月臨海実習に対する予算措置

博士課程の設置等９項目

専任講師の定数噌（助手振替）

授業料liiI｣ｭげについて

一般教育改善の諸問題

教員免許法政TE案に関する声明

予算の増額・博士課程の設置促進

･待遇改鋳

一般教育籍に関する藤望

教'徴等の待遇改善・実験用家畜飼

育費の増額等

一般教育の改善について

第４常置

会長・全
会員

第３．第
６常置・
大学院Ⅱ１
題特別委

第６常置

第１．第
６常置・
大学院問
題特別委

第１.第
４常置・
大学院問
題特別委

第６常置

第１・鏑
５.第６
常置・教
養課程特
別委

教員養成
特別委

第１．第
６常置

教養課程
特別委

第４．第
6常置

第１・鏑
６常置・
教養課稗
特別委
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昭和59年10月～12月
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10月11日（木）１３：３０第６常置委員会

10月121」（金）１０：３０大学院問題特別委員会

１３：００大学院問題特別委員会小委員会

１３：３０第４常置委員会

10月18日（木）１０：００第２常委員会

１３：００理事会

10月23日（火）１０；３０教員養成制度特別委員会小委員会

10月25日（木）１０：00大学のあり方の検討小委員会

君

･甲

’／鐸勲、

入試改善特別委員会小委員会

第４常置委員会小委員会

第１常置委員会

大学院問題特別委員会小委員会

第５常置委員会

特別会計制度協議会

入試改善特別委員会小委員会

入試改善特別委員会

図書館特別委員会

大学院問題特別委員会

第75回総会（第１日目）

幹事会

第75回総会（第２日目）

第４常置委員会

第４２回事務連絡会議

大学のあり方の検討小委員会

教員養成制度特別委員会小委員会

入試改善特別委員会小委員会

11月１１］（木）１０：00

10：３０

１４：００

１１月５１］（月）１３：0０

１３：３０

１１月10日（土）１０８３０

１１月14日（水）１０：００

１４：0０

１３：３０

１５：00

11月15日（木）１０：0０

１８：３０

１１月16日（金）１０：００

１２：0０

１３：３０

１１月28日（水）１０：00

11月29日（木）１０：00

12月１日（土）１０８００

＋

〃

，

f躯,、

ＥＺ
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：ｌ２Ｈ５１１（水）１１：３０給与問題'1,委員会

：１２月1OII（Ⅱ）１０：00第１常置委員会

１３：ＣＯ大学院問題特別委員会小委員会

１３：３０二大学のあり方の検討小委員会

：１２月1111（火）１３：３０第３常置委員会

１３：３０入試問題についての懇談会

：１２月15日（士）１０：００入試改善特別委員会小委員会

：１２月17日（月）９：００入試改善特別委員会小委員会

１０：00入試改善特別委員会

１４：00医学教育に関する特別委員会

：12月21日（金）１０：００教養課程に関する特別委員会小委員会

１３：00教養課程に関する特別委員会

１６：ＯＯイギリス国学長との懇談会

：１２月25121（火）１３：00入試改善特別委員会小委員会

：１２月27日（木）１０：００入試改善特別委員会
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セ

その他ゴ

鱗学長等の異動

○学長の交代

oＤｐ

（ｉｉｉ任）

捲天義久

（新任）

新野幸次郎神戸大学

○委員長の交代

Ｖ

可ｂ

医学教育に関する
特別委貝会

/瓢､、 猪初男（新潟大学長） 吉ﾈリ和（浜松医科大学長）

○委員の交代

（前任）

岩下新太郎（東北大教授）

大川政三（一橘大教授）

福見秀雄（｣量崎大学腱）

（新Ｈ、

小松教之（宮城教育大教授）

川井健（一橘犬教授）

石神雑文（鹿児島大学腱）

教員養成制度
将別委負会

図書館特別委員会

医学教育に関する
将別委員会

○専門委員の委嘱

教養課程に関する
特別委貝会

▲

江理正夫（東大工学部教授）

坂井昭宏（千葉大教養部助教授）〃

○幹事の交代

（iii圧）

公平(東京大学事務局長）

貞夫(筑波大学事務局長）

（新征）

宮野禮一(東京大学事務局長）

大門隆(筑波大学事務局長）

篠澤

中西
(驫驫､、

寄贈図書

勺ら

日本学術会議関係法規集５９年9月（日本学術会議）

岐阜大学教養部二十年史（岐阜大学教養部）

学士会会報１劉一ⅣNo-765（学士会）

第７回中国・四国地区国立大学間合宿共同授業報告書（愛媛大学教養部）

いま，あなたの職場はくアンケートにみる＞1984年７月（東京大学職員組合）

公立大学実態調査表（附属図書館編）昭和59年度（公立大学協会）

学生健康保険組合実態報告書第27号昭和58年度（山梨大学学生健康保険組合）

教育工学研究所研究報告第12号（東海大学教育工学研究所）

守

７

/3３



大学と学生放送大学第224号（文部省高等教育局学生課）

大学時報Vol､３３，８４１１本と紙（日本私立大学連盟）

大学における教育と研究の接点を求めて一第１２回(1983年度)『研究員集会』の記鬮ト大学研究ﾉｰﾄ第59号（広島
大学大学教育センター）

国際交流基金ｑ尊侶昭59年度版（国際交流基金）

放送大学学園規程集（放送大学学園）

私大777の未来サバイバル時代に向って（国庫助成に関する全国私立大学教授会連合）

会報第53号５９年11月号（大学基準|】跡会）

大学と学生特集:織等専門学校第225号（高等教育局学生課）

衆議院文教委員会審議要録（衆議院文教委員会調査室）

開拓者創刊号1984冬（早稲田ＹＭＣＡ）

広場と水辺の復権これからの都市空間（日本放送出版協会）

内外大学関係情報資料７（大学基準協会）

’84大学入試フォーラムNo.４（大学入試センター）

クレセント（関西学院大学）

一般教育学会誌第６巻第２号第１０号（一般教育学会）

長岡技術科学大学研究報告第６号（長岡技科大学）

第９１且|九州地区国立大学合宿共同授業報告書一九重分校･島原分校-1985年（九州|大学教養部・佐賀大
学教養部）

将来の医師需給に関する検討委員会中間意見昭59年11月（文部省医学教育課）

将来の歯科医師需給に関する検討委員会中間意見昭59年12月（〃）
大学セミナー・ハウス年報昭和58年度版（大学セミナー・ハウス）

学士会会報l985-1Nb-776（学士会）

大学時報特集専門教育と一般教育（日本私立大学連盟）

EducationinKoreaKoreanCouncilforUniverstyEducation（MinistryofEducationRepullicof

Korea）

臨時教育審議会審議経過の概要（その１）（臨時教育審議会）

研究紀要第17号（聖徳学園短期大学）

猿

JFHH露、

」

汽癒、

口承



」

国立大学協会の組織（昭和25.7.13創立）

茜

○総会（春秋２回開催。各国立大学の代表者）

○理事会（会長・副会長を含む理事21名，各常置委員長）

○監事２名

○．常置委員会

第１常置委員会（大学の組織・制度研究・教育体制）

第２〃 （学科課程・入学試験等）

第３〃 （学生の厚生補導）

第４〃 （教職員の待遇改善）

第５〃 （大学間の協力）

第６〃 （大学財政・学費）

○特別委員会

科学技術行政特別委員会

医学教育に関する特別委員会

教養課程に関する特別委員会

大学院問題特別委員会

図書館特別委員会

研究所特別委員会

教職員の厚生等に関する特別委員会

教員養成制度特別委員会

入試改善特別委員会

○特別会計制度協議会（国大脇会長ほか５学長，文部事務Ｚ

/録､$八

Ｕ

▼

，」

弘

文部事務次官ほか４局・課長）/鰻顯、



~｣

編集後記

＊厳寒も峠を越し寒暖こもごも訪れる中に春も近づき，間もなく新学期

を迎えようとしております。

＊臨時教育審議会の発足以来，教育改革問題への社会的関心が俄に高ま

り，当協会としてもこれへの対応に何かと多忙な此頃です。

＊木号は，前総会関係の記事を掲載した関係で相当大部のものになりま

したが，お目通し頂ければ幸いと存じます。

＊今回の「巻頭言」には金子金沢大学長の“教育，啓育そして創造の世

界へ'，を掲載することができました。ご多忙のところご寄稿下さった先

化のご厚意に対し深く感謝申し［己げま－７'-．“（Ｒ）

’彌愈、

草萠やおりたつ鴉はずみけり

竜石

歪

会報発行＝年４回（２）１．６ノル８月・llj1）

`螺騒、

｜|悪Ｉ::鰯:Ｉ鞠(非売品）
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